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市の業務に不備がなかった事例

請書に同封されていた申立人の情報、児童の戸籍全部事項証明及び申立書は、あく
までも、未成年後見人としての申立人の立場を証明するものとしか捉えておらず、
申立人を申請者とするものとは理解できませんでした。

申立人の主張②について、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別
給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）自治体職員向け Q&A（第２
版）（以下「Q&A」という。）」によると、養育者のいない、自立して独居している
児童の場合、児童本人が所得要件を満たしていても、自立して独居しているのであ
れば、給付金の支給対象者とならないとされています。

さらに、国に対して、「自立して独居している児童」の定義とは何か、「自立して
独居している児童」の定義に、A のように遺族年金とわずかな貯金（やがて底を尽
きる）で生計を立てている児童（未就労の高校生）は該当するのかを問い合わせた
ところ、国の回答は、「児童手当に準じて判断する」というものでした。ここで、児
童手当法第４条第１項第１号には、児童を監護し、かつ、生計を同じくするその父
又は母若しくは未成年後見人に対して児童手当を支給すると規定されているところ、
A は自立しており、父又は母若しくは未成年後見人の監護を受けておらず、これら
の者と生計を同じくしている者ではないため、「自立して独居している児童」に該当
することになります。従って、A は、要綱第２条の定める支給対象者には該当しま
せん。

担当課は、A の申請書が担当課に送付される前に、申立人に対して上記のような
詳細な説明は行ってはいませんが、令和６年（2024年）２月中旬の申立人への対応
の中で、A が申請者（支給対象者）に該当しない旨を伝えています。また、A に関
する不支給のことで問い合わせのあった B 課にも、上記の国の回答を伝えています。

以上より、A の給付金に関する不支給決定は、要綱に基づいて行ったものであり、
妥当であると考えます。また、不支給決定に至った理由と説明も十分に行ったと考
えています。

一方で、令和６年（2024年）１月下旬頃に申立人から問い合わせがあった際に、
端的に、給付金は子育て世帯に支給されるもので、自立している児童本人に支給さ
れるものではないとの説明を行っていれば、申立人に今回のような不快な思いをお
かけすることはなかったのでないかと考えます。

オンブズマンの判断

申立人の主張①について、A の申請書用紙の「申請・請求者」欄には、A の氏名
が記入され、申立人の氏名は記入されていなかったということです。そのため、担
当課が申立人を申請者と理解しなかったのは、やむを得ないものと考えます。

従って、A に対する給付金の申請者を申立人としなかったのは、給付金の申請手
続に沿ったものであり、不備はありません。

申立人の主張②について、まず、市が不支給決定をしたのは、「市からの回答」に
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よると、担当課において、生計を同じくしない父又は母若しくは未成年後見人は、
児童手当法第４条の定める支給対象者に該当しないと判断したためということです。
この担当課の見解は、法令等に従った相当なものと判断されます。よって、A に対
する給付金の不支給決定に不備はありません。

次に、担当課が申立人に対して、上記の内容について明確かつ十分な説明をしな
かったという点について検討します。担当課は、A の申請書が申立人から送付され
る前に、上記のような詳細な説明を直接申立人に対して行わなかったことは認めて
いますが、担当課は、A の申請書が担当課に送付された後、申立人と連絡を取り合っ
ていた B 課を通じて、上記の不支給の理由を説明したということです。

申立人が B 課の説明をどのように理解されたのかは不明ですが、申立人は、B 課
から報告を受けたこと自体は認められています。このことから、申立人の理解と B
課との説明にくい違いが生じているのは間違いないようです。このくい違いは、そ
れぞれの認識の相違に起因するものと思われ、直ちに B 課の説明が明確かつ十分な
説明ではなかったと判断することはできません。

よって、この点に関する市の対応に不備があったとは認定できません。
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私は、生活保護を受けており、以前は本市の A 区役所にお世話になっていた
が転居し、現在は B 市役所にお世話になっている。

私は、A 区では車の使用許可を受けていた。しかし、転居の際に A 区役所から
B 市役所にその事が伝わっておらず、B 市役所から車に乗らないように言われた。

また、私は、D 病院で受診している。A 区では、D 病院の受診にあたって、私
が A 区役所から事前に病状調査をする旨の連絡を受け、私から病状調査がある
ことを D 病院に伝えていた。しかし、B 市では、私に一言もないまま D 病院に
対して病状調査をされた。

さらに、転居前に A 区役所で子供の進学について相談していたが、B 市役所に
そのことが伝わっておらず、学費の納入月を過ぎて B 市役所から学費は一部し
か出ないと言われた。

これらのことに疑問があるので、苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⑹　生活保護受給者の転居時の引継ぎ（要約）　

市からの回答

本市は、申立人のこれまでの生活状況や病状等を、B 市への転出予定日の約一週
間前に B 市の担当者へ電話で伝えています。さらに、本市は、申立人の B 市への転
入後（B 市において保護申請を受理した後）に、B 市からの保護台帳等の送付依頼
を受け、直ちに B 市に対し、生活保護の決定に必要となる関係書類（保護台帳・保
護決定調書・ケース記録（過去５年分）・扶養義務者状況書類・年金関係書類・戸
籍関係書類・医療関係書類・保護変更申請書・転居費用見積書・地代家賃証明書の
写し）を送付し、情報提供を行っています。

また、病状調査を行う場合、必ずしも申立人に事前に説明を行う必要はなく、生
活保護の担当課が説明の要否を判断しています。そのため、B 市福祉事務所が事前
の説明は必要ないと判断した上で、申立人に事前に連絡することなく D 病院に対し
て病状調査をしたとしても、問題はありません。

次に、本市では、生活保護の受給開始当初から、申立人は自動車保有要件を満た
さないため、車を処分するように指導を行っていました。その後、本市は、廃車処
理を確認したものの、申立人が、親族名義の自動車を恒常的に使用していることが
発覚したため、使用禁止指導を行っていました。そのため、申立人の「車の使用許
可を受けていた」という主張については、申立人と本市の間に認識の相違がありま
す。本市は、申立人に自動車の保有に関して、生活保護法に基づく自動車保有（使
用）要件を満たす必要があることを説明しただけで、自動車の使用を容認したこと
はありません。実際にも、本市から B 市福祉事務所に対し、自動車保有（使用）は
否認していた旨の引継ぎを行っています。



−55−

市の業務に不備がなかった事例

申立人の子の進学については、本市での生活保護廃止日までに進学先が決まって
おらず、申立人に対して、進学費用については具体的な進学先が決まった後、B 市
福祉事務所に相談するように伝えていました。

このように、本市は、申立人世帯の生活状況や病状、また、子の就学状況等につ
いては、転出先である B 市福祉事務所へ情報提供を行っています。また、申立人に
も、B 市転入後の諸手続など十分説明を行い、転入後も申立人世帯に支障が生じな
いように配慮していました。ただ、申立人の保護の実施責任は、既に転出先の B 市
福祉事務所へ移管していますので、本市が申立人に指導や支援を行うことはありま
せん。

オンブズマンの判断

申立人の苦情の中心は、申立人の生活保護に関する情報が、本市から転居先の B
市に引き継がれていないのではないかということです。この点に関し、本市では、B
市への転出予定日の約１週間前に申立人のこれまでの生活状況や病状等をB市の担
当者に電話で伝えており、申立人が B 市へ転入して生活保護の申請が受理された後、
B 市福祉事務所に生活保護の決定に必要となる関係書類を送付しているとのことで
す。この書類は、申立人の生活保護に関する情報を網羅しており、本市から B 市へ
の情報の引継ぎは十分になされていることになります。

次に、本市では、申立人に自動車保有（使用）を容認したことはなく、本市から
B 市福祉事務所に対しても、その旨の引継ぎをしているとのことです。そのため、
申立人が B 市から車に乗らないように言われているのは、本市からの引継ぎを受け
てのことと思われます。

申立人の子の進学については、本市での生活保護廃止日までに進学先が決定して
おらず、本市では B 市に進学予定としか申し送ることができなかったので、申立人
には、進学費用について、B 市と相談するように伝えていたとのことであり、この
点に関しても、本市の対応に不備は認められません。

なお、B 市が、申立人に病状調査について事前に連絡することなく、D 病院に病状
調査をしたかどうかや、その是非は、本市のオンブズマンとしては判断の対象外で
す。

オンブズマンは、申立人の苦情を受け、生活保護の受給者が転居した場合、個人
情報保護の観点から、転居先の自治体に生活保護の受給者の情報を引き継ぐことに
は慎重になるのかと考えていました。しかし、実務上は、転居した場合であっても
切れ目のない支援をするため、福祉事務所同士で生活保護の受給者の生活に関する
情報を共有し、協力・連携していることが分かりました。申立人におかれても、B
市には生活保護に関わる申立人の情報が伝えられていますので、そのことを前提に、
B 市福祉事務所の担当者と相談や協議をしていただければと思います。
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私は車関係の仕事を営んでいる。令和６年（2024年）５月上旬、車検を受け
るに当たって、ナンバーのない車を陸運支局まで回送するため A 総合出張所に
仮ナンバーを借りに行った。そこで、仮ナンバーの貸出しが以前は２泊３日だっ
たが、今回から１泊２日に変更されたと言われた。車検は１日で終わらないこと
もあるため、２泊３日でさえ期間的に短いと感じていたのに、それが１泊２日だ
と、より一層期間が短く、仕事に支障が生じることになる。そして、車検が貸出
期間に間に合わなければ、更に750円を支払って、新たに仮ナンバーを借りなけ
ればならない。このような、仮ナンバーの不合理な運用に苦情を申し立てる。

また、何に基づき仮ナンバーの貸出期間が変更されたのか、法的根拠等を見せ
てほしいと窓口職員に要求したが、「見せられない。」と返答され、いつから、な
ぜ変更されたのかなど一切説明してもらえなかった。このような、窓口職員の対
応に苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⑺　臨時運行許可の運用と窓口対応（要約）　　

市からの回答

申立人は、仮ナンバー、いわゆる臨時運行許可における臨時運行許可証（以下
「許可証」という。）の貸出し期間が不合理に変更され、かつ、臨時運行許可申請
（以下「許可申請」という。）の際の窓口職員の対応に対して苦情を申し立ててい
ます。　

臨時運行許可とは、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎて
いる自動車など、道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法
（以下「法」という。）に基づき、一時的な運行許可を与えるものです。臨時運行許
可では、原則として、１つの目的に対して１つの申請をしていただくことになりま
す。例えば、車検のために運輸支局へ行くことを目的として臨時運行許可を得た場
合は、運輸支局へ着いた時点でその目的が達成されることになります。したがって、
その後、再度臨時運行許可を得る必要が生じた場合は、改めて申請していただくこ
とになります。

運行期間は、法第35条第３項及び本市の自動車臨時運行許可事務取扱要綱（以下
「要綱」という。）第３条第７号において、５日を超えない範囲で必要最小限の日
数と規定されており、同要綱において、九州内での運行における許可日数は２日以
内とされています。

令和６年（2024年）５月上旬、申立人が A 総合出張所へ許可申請のために来所さ
れました。申請内容は、運行の目的が車検のための回送であり、運行の期間が同年
５月上旬の２日間というものでした。窓口職員は、申請書に記載された運行の経路
等を確認し、申立人の車検のための回送という目的は１日の運行期間で達成される
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と考え、運行期間を５月上旬の１日のみとして提案しました。しかし、申立人は納
得されませんでした。そこで、窓口職員は、「２日の運行期間での許可となると、そ
れなりの理由が必要となります。マニュアルではそのようになっております。」と
説明しました。

市の見解としては、臨時運行許可の運行期間については、申請書に記載された運
行の経路等から判断するものであり、今回の本市の処理に問題はなかったと認識し
ております。

まず、申立人は、運行期間の短縮変更を指摘されていますが、臨時運行許可にお
ける運行期間は従前から変更しておりません。

次に、申立人は、「車検は１日で終わらないこともある」と主張されていますが、
そもそも臨時運行許可は、１つの目的に対して行うもので、車検が完了するまでと
いう広い範囲で運行を許可するといったものではありません。車検のための回送が
目的であれば、運輸支局等に当該車両を回送した時点でその目的は達成されます。
また、本件臨時運行許可申請車両の現在地から運輸支局までの距離は約８キロメー
トルですから、１日の運行期間で十分間に合うと判断されます。したがって、今回
の許可申請に対する本市の対応は、法令に基づいた適正な処理となります。

ただし、申立人から臨時運行許可の運行期間の法的根拠を求められた点に関し、
「マニュアルではそうなっている。」という説明だけではなく、法や要綱などの法
的根拠を示して、申立人にご納得していただけるような、分かり易く丁寧な説明を
するべきであったと考えております。

本件事案を参考に、毎年度実施している研修において、職員に対し、根拠法令等
を改めて確認するよう周知し、懇切丁寧な窓口の対応に努めてまいります。

オンブズマンの判断

運行期間については、申立人は臨時運行許可の運行期間が以前より短縮されてい
ると主張されていますが、市の回答によれば、従前から変更はしていないとのこと
です。そして、九州内での運行における許可日数は２日以内となっており、運行目
的の達成のための期間としては十分であると考えられます。

もっとも、申立人は臨時運行許可そのものについて誤解されている部分があるよ
うに見受けられました。まず、申立人は、これまで許可申請時に、希望の日数どお
りに許可証の貸し出しを受けていたことから、臨時運行許可では、目的達成のため
の必要最小限で設定すべきとの定めがあることを了知されていなかったものと思わ
れます。次に、申立人は、臨時運行許可における１つの申請で、車検などの一連の
事項がすべて許可されると思われているように感じました。だからこそ、車検がそ
の日に終わらなかった場合に日数が足りなくなるとの心配をされていたものと思わ
れます。ですが、前記のとおり、１つの目的につき１つの申請というのが原則です
ので、車検のために運輸支局へ行くことを目的として臨時運行許可を得た場合にお
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いて、車検がその日に終わらなかったとしても、車検を受ける陸運支局に許可証の
対象車両が到着した時点で、その目的は達成されたということになり、車検が終わ
らず、再び車両の運行が必要となった場合は、再度許可証の発行手続を踏まなくて
はなりません。これらの点について、市側がもう少し丁寧な説明をしていれば、誤
解を与えることなく、よりスムーズなやり取りができたのではないかと思われます。

このようなすれ違いを防ぐために職員が臨時運行許可に関する根拠法令等を改め
て確認することが重要だと思われます。市では、これを踏まえた研修を実施される
とのことですので、今後、臨時運行許可の制度への理解が広く浸透されることにな
ると思います。
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私は、市が実施している猫の殺処分が違法である可能性があると考え、担当課
にこれに関する説明を求めたが、担当課は猫の殺処分は適法であり、国の告示や
通達等に係る一般論については答える立場にないと回答するのみであり、その対
応は、担当課の職務として不適切である。熊本市職員は自らの発言や職務範囲、
職務方針について、市民から説明や根拠を求められた場合にはこれに応じるべき
である。 

苦情申立ての趣旨

⑻　猫の殺処分についての問合せに対する対応（要約）

市からの回答

　猫の殺処分は、動物の愛護及び管理に関する法律及び環境省告示「犬及び猫の引
取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について」（以下「平成18年環境省告示
第26号」という。）に定められています。

担当課は、申立人に対し、猫の殺処分は適法に行われている旨を説明したものの、
申立人は「自分の解釈では猫の殺処分は違法である」という主張を繰り返しました。
そのやり取りの中で、「例えば、●●な場合は違法になるのか」といった極端であり
得ない事例（●●の例：条例に野良猫を殺してもいいと定める、市の職員であれば
殺人してもよいと定める等）を次々に挙げられたため、これらの質問に対して、担
当課は「違法の可能性はある」と回答しました。それに対し、申立人は「上記のこ
とが違法なのであれば、猫の殺処分も当然違法である」というような主張を行いま
した。担当課から猫の殺処分の根拠及び適法性を説明しても、申立人の解釈では猫
の殺処分は違法であるということに変わりはなく、話が平行線のまま国の通達等に
ついての質問に及び、その際、猫の殺処分は適法であるという前提のもと「国の通
達等については解釈する立場にない」旨を回答しました。

担当課は、申立人に対して、猫の殺処分は国の告示等に基づき適法に行われてい
ることを説明しましたが、担当課における国の告示や通達等に対する考えを問う内
容のメールが送信されてきました。これに対し担当課は、「国の告示や通達等に係る
一般論について、当課はお答えできる立場にないため、お答えいたしかねます。」と
回答しました。

結局、申立人の主張は、担当課の回答事実の一部を切り取り、あるいは事実をす
り替えたうえで、担当課の職務内容、職務方針等について苦情を申し立てられてい
るものです。しかし、その苦情の在り方こそに問題があり、担当課の対応は適切な
ものだったと考えています。
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オンブズマンの判断

市からの回答によれば、担当課は、申立人の苦情に対し、猫の殺処分について違
法の可能性を認識したと回答した事実はなく、申立人が猫の殺処分ではなく、違法
と評価する可能性のある仮定の事実をいくつもあげてきたので、その仮定の事実の
中には違法の可能性があるものもあると述べたに過ぎないとのことです。また、国
の通達等については何らの解釈もしないし、何らの是正も行わない等と述べた事実
はなく、法に従って猫の殺処分をしており、適法行為であって、違法の認識はない
と述べたとのことです。

申立人と担当課とのやり取りには、基礎的事実関係に食い違いがあり、互いの主
張がかみ合っていません。そのやり取りをみると、本件苦情申立ては、形式的には
申立人に対する担当課の対応に対する苦情ということですが、その実質は、申立人
が猫の殺処分について、法の解釈・運用に絡めて担当課に議論を仕掛け、担当課が
法に従って適法に猫の殺処分をしているということに対して異論を述べていると評
価するほかはありません。担当課が、猫の殺処分を法に従って行っていることが適
法行為であることは明らかであるばかりか、法に係る一般論に対して担当課独自の
見解を表明する必要もないうえ、申立人の独自の見解に対して議論する義務がある
とも言えません。よって、市に不備はありません。
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私は昭和49年（1974年）に自宅を建築したが、大雨が降ると、私の家の南側
を東西に走る、道路が浸水し、以後、毎年数回浸水する。この２、３年は、家の
玄関の中までの浸水が４回（深さ10cm）ある。車が廃車になった方もおり、朝
の出勤時に浸水していると、道の両側に面している人達は出勤できない。

市による治水対策が全く成っていない。
私は、区画整理組合により造成された土地であると信用して購入した宅地なの

に、浸水被害を50年も受けている。近年、雨の降り方も変わっていて、線状降
水帯が発生し、いつか更なる危険が及ぶのではと、戦々恐々としている。

原因究明を怠り、未だに浸水被害に対処しない市の不作為等について苦情を申
し立てる。

苦情申立ての趣旨

⑽　浸水被害対策の不作為（要約）　

市からの回答

申立人が居住する地域は、以前より浸水被害が発生していることから、平成20年
度（2008年度）に策定した熊本市下水道浸水対策計画において重点６地区のうちの
１地区と位置づけ、本市において抜本的な浸水対策を進めております。申立人の居
住地が組み入れられる排水区は、現況の管渠（水路全体の総称）では排水能力が不
足しており、また A 川調整池の貯留機能を有効に活用できていないために、25mm/
h 程度の降雨で浸水が発生している状況であることから、長期的対策として、Ⓐ当
該排水区内の管渠改修（バイパス管 / 管径1.1m ～ 2.2m）及びⒷ A 川調整池分水施
設整備を計画しました。Ⓐは、全工事の完成には概ね５年（令和９年度（2027年
度）まで）を要する見込みです。Ⓑは、A 川調整池に流入する雨水の量を増やすこ
とで、浸水区域内の排水溝への負担を軽くすることを目的としています。ⒶⒷ双方
の対策効果としては、時間最大60mm（５ 年に１ 回程度発生する規模の降雨）の降
雨まで対応できる計画であり、浸水シミュレーションにより整備効果を確認してお
ります。これら抜本的対策である管渠改修等の効果発現には時間を要するため、中
期的対策として A 川調整池の貯留量を増やすための掘り下げ工事を実施し、合わせ
て道路排水向上のための集水桝新設や、A 川の流下能力確保のための除草等の維持
管理などの短期的対策も継続して実施し、浸水被害の軽減に努めているところです。

申立人からのご希望があれば、現地で浸水被害の対策事業の担当課も同席のうえ
丁寧な説明を行い、申立人のご理解を得たいと考えております。

オンブズマンの判断

申立人は、浸水被害への対処を市に50年来訴えかけているが、市は原因究明を
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A 中学校（以下「学校」という。）に通う私の子どもは、２年生の同じクラス
の生徒であった加害者４名（主な加害者、他３名）からいじめを受けた。

いじめに対する校長の初動体制は酷すぎるものだったが、校長は、この初動体
制の不備に対しては謝罪した。しかし、それ以降の対応が悪く、改善が一切なさ
れなかった。

１つ目は、いじめに対する学校の対応としては、フローチャートに基づいて、
反省状況を見ながら、加害者４名それぞれに対して別室で対応するというもので
あったが、主な加害者については、フローチャートによらず校長の独断により、
教室に戻されることになった。さらに、フローチャートには、別室対応が解除さ
れる際には、被害者の保護者に事前の相談・連絡を行うと定められているのに、
主な加害者の別室対応が解除されるにあたって、被害者側に事前の相談・連絡が
一切なかった。

２つ目は、運動会において、主な加害者が応援団員に立候補し、校長は応援団
員として参加することを認めるという対応を取った。

３つ目は、３年時のクラス替えにおいて、私の子どもと加害者４名が同じクラ
スにならないよう配慮されたものの、私の子どもと加害者４名が何度も鉢合わせ
しているにもかかわらず、校長は、自ら指揮を執って対応することはしなかった。

さらに、いじめに対する校長の対応について担当課に相談したが、担当課は、
酷く威圧的な態度を取った上に、再三にわたるこちらからのメールを無視した。
担当課に対して謝罪を求めた際には、「もう謝罪はしている。これ以上何を望む
のか。」と言わんばかりの対応しかしなかった。上記のような態度をとる校長を、
任命権者である教育長は放置するつもりなのだろうか。また、校長は団体 B の
役職に就任しているが、なぜ、このような人物を役職に就かせるのだろうか。

苦情申立ての趣旨

⑾　いじめに対する学校長と市の対応（要約）　　

市からの回答

フローチャートを無視したという点について、校長は、相談した弁護士から、何
か月にもわたる別室対応が主な加害者の教育を受ける権利の侵害に当たると指摘さ
れたのを受けて、別室対応をしている主な加害者を教室復帰をさせたい旨を申立人
にお伝えし、その後、申立人に対し、主な加害者の別室対応の解除について、直接
お会いしたうえで説明させていただきたいとお願いし、二度にわたり家庭訪問を試
みましたが、取り合っていただけませんでした。校長は、申立人への説明の機会を
得られなかったため、最終的には、校長からの説明文書に主な加害者の宣誓書や保
護者からの謝罪文等を添えて郵送しました。

上記のとおり、校長はフローチャートに則って、別室解除に向けて申立人に連絡
を取ろうと試みましたが、話し合いの場を持つことを申立人が拒否したため、フ
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ローチャートに沿った対応ができませんでした。
応援団員としての参加を容認したという点について、主な加害者の応援団員の立

候補については、その担任から校長に、応援団をさせてあげたい旨の申し出があり
ました。それを受けて、学年でも主な加害者の応援団員の立候補について検討した
結果、主な加害者を応援団員として参加させることになりました。

申立人の子どもと加害者４名の接触に対する非対応という点について、申立人の
子どもと加害者４名が同じ学校に通っている中で、校内という空間で全く会わない、
申立人の子どもの視界に加害者らの姿が入らないようにすることは不可能です。そ
れゆえ、申立人には「極力接触しないよう対応を講ずる」と伝えました。３年生に
なる際のクラス替えで、特に申立人の子どもと主な加害者については、教室が一番
離れるようにクラス配置しました。教室間の移動や教室外での移動の中で両者が鉢
合わせしたり、体育館での集会時に両者が近距離で座った際に、申立人の子どもか
ら担任に相談があり、学校では、その都度、校長が中心となって、今後の対応につ
いて教諭らと協議し、方針を決めて取り組んできました。

担当課による対応が酷いという点について、担当課は本件いじめを認知した後、
申立人と電話で20回程度お話をし、さらに、２回にわたって面談して話し合いを実
施しました。これらのやり取りの中で、担当課は、威圧的な態度を取ったことはあ
りませんし、真摯に受け止め対応しました。

その後、申立人は、学校だけではなく、担当課、C 課及び D 課に対しても同時に
メールで連絡をされるようになりました。そのメールに対しては、基本的に学校が
返信していますが、申立人が関係部署からの返信を要望された場合や、メールの内
容から担当課からの返信が必要と判断した場合は、担当課の方からメールを返信し
てきました。

なお、団体 B は関係部署の管轄ではなく任意の団体であり、校長の役職就任につ
いては関与していません。

オンブズマンの判断

フローチャートを無視したという点について、市からの回答によれば、申立人の
理解と協力が得られなかったという事情もあり、フローチャートに沿った対応がで
きなかったのはやむを得なかったと判断されます。

応援団員としての参加を容認したという点について、主な加害者に対する教育的
視点から応援団に参加させることを不当な判断と評価することはできず、学校側の
裁量の範囲内と認められます。

申立人の子どもと加害者４名の接触に対する非対応という点について、市が主張
するように、申立人の子どもが校内で加害者と全く接触しなかったり、視界に入ら
ないようにするのは、物理的に不可能であると思われます。学校側は、申立人の子
どもと主な加害者が接触しにくいように一番離れた教室に配置するというクラス替
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えをしていることからしても、申立人の子どもと加害者の非接触のための対応が怠
慢であったとは言えないと判断されます。

担当課の対応が酷いという点について、市からの回答によれば、市側が申立人を
無視した事実は認められない上、申立人と電話やメール等で多数回にわたる対応を
していることからしても、その対応に問題があったと評価することはできません。

なお、市からの回答によると、団体 B における校長の役職就任については、団体
B の問題であり、関係部署の管轄外に当たるとのことですので、市の対応は問題と
されません。

よって、市に不備はありません。
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私は、私の所有する土地で、隣宅の下水管を通す工事（以下「本件工事」と
いう。）が行われていたため、すぐに本件工事を中止してもらおうと熊本市上下
水道局（以下「局」という。）に電話で連絡し、すぐに見にきてほしいと伝えた。
しかし、何度電話をしても、局の職員は「調べています。」と言うだけだった。

結局、本件工事の担当課の職員が工事の確認に来たのは工事後の埋め戻しも終
わったその日の夕方で、その際に私が「なぜ、他人の土地を通って行う工事につ
いて市は許可を出したのか。誰が申請したのか。」と尋ねても、「土地のことは、
境界争いになるのでうちには関係ない。工事については、個人情報なので答えら
れない。」と言われた。

担当課が本件工事の許可を出したこと、及び担当課の一連の対応に対し苦情を
申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⑿　所有地に無断で通された下水管（要約）　　

市からの回答

排水設備工事に際し、工事の申請者（以下「施主」という。）には、工事の着手前
に排水設備等計画確認申請書（以下「申請書」という。）を提出していただきます。
その申請書について担当課が行うことは、許可を出す行為ではなく、排水設備が法
令等に適したものであるかを確認する行為です。そして、担当課が確認する対象は、
配管材料や勾配等などの設置及び構造上の基準項目についてであり、設置場所の用
地の確認は含まれていません。それに加えて、申請書には、「排水設備工事について、
利害関係者との間に、土地又は排水設備等を使用する際等の紛争又は事故を生じた
場合は、一切私の責任において処理します。」と記載されています。そのため、本件
工事については、自己所有の土地として申請書を提出された施主と申立人で解決し
ていただくことになります。

本件工事について、申立人は13時30分ごろに局の代表電話に電話をされました。
その際、下水道工事についての問合せと聞いたため、局では、下水道工事の部署が
調査を実施しました。しかし、同日14時30分ごろに申立人が再度電話をされたこと
で、私有地の排水設備工事についての問合せだったと判明しました。そのため、同
日15時ごろに下水道工事の部署から申立人に電話で連絡し、「私有地の工事のため、
当事者同士で解決していただきたい。」と伝えましたが、申立人から「市は、本件工
事の許可を出しているはず。工事現場を確認に来てほしい。」と言われました。それ
から、同日15時15分ごろに本件工事の担当課に引き継ぎ、担当課が申請書の内容を
確認した後、同日16時ごろに申立人に連絡したうえで申立人宅へ向かい、同日17時
ごろに申立人宅に到着しました。このように、到着が本件工事後となったことは事
実ですが、担当課としては、迅速に現場に到着したものと考えています。
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また、申請書に記載されている申請者の氏名、住所、連絡先はもとより、その申
請内容については、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報法」という。）
第２条の個人情報に該当します。そのため、申請者の同意（委任状）なしに、第三
者である申立人に書類や情報を提供することはできません。

担当課としては、申立人に対して適切な説明を行ったと考えていましたが、申立
人のご理解を得られなかったことから、より丁寧な説明を行うように努めてまいり
ます。

オンブズマンの判断

排水設備工事を行うときは、申請書を提出してもらうことになっており、この申
請書により担当課が確認するのは、政令で定める技術上の基準に適合するかどうか
とされています。そして、政令で定める技術上の基準とは、下水道法施行令第８条
で定められている配管材料や勾配などの設置及び構造上の基準ということになって
います。すなわち、申請書による確認の対象には、下水管の設置場所の所有者が誰
であるかは含まれていません。そのため、担当課が下水管の設置場所の所有者を確
認しなかったとしても、申請書の確認手続に不備はないということになります。申
立人は、担当課による申請書の確認が許可になるとお考えのようですが、申請書の
確認手続はあくまでも技術的な観点からのチェックであり、所有者や境界の確認を
含むものではありませんので、その点ご理解いただきたいと思います。

また、申立人が局の代表電話に電話をされた後の下水道工事の部署及び本件工事
の担当課の一連の対応を見ると、時間がかかったことは事実ですが、各15分から１
時間程度で引継ぎや本件工事についての確認を行い、申立人からの本件工事の確認
依頼に応えようと迅速に行動していたことがわかります。よって、担当課は、でき
るだけ早く本件工事の確認に向かったと言えるため、市に不備があるとは言えませ
ん。

そして、個人情報法第２条第１号では、個人情報につき「当該情報に含まれる氏
名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の
情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる
こととなるものを含む。）」と定めています。そのため、本件工事における申請書に
ついて、申請者の氏名、住所、連絡先や申請内容については個人情報に当たります
ので、申立人の質問に答えなかった担当課の対応に不備はありません。

なお、本件工事では、当事者間で土地の境界の認識に違いがあるようですが、市
は、土地の境界については当事者ではないので関与できません。市からの回答にあ
るとおり、土地の境界については、自己所有の土地として申請書を提出した施主に
おいて確認すべきであるため、当事者間で解決していただくほかはないということ
になります。

ただし、本件工事では、工事当日に工事のルート変更を行っています。確かに、担
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当課は、申請書を確認する際に用地の確認を行う必要はなく、土地の境界について
は関与しない立場にあります。しかし、当日に施主の一存で、申請書と異なるルー
トで工事を行っているので、他人の土地を侵害する可能性もありえます。したがっ
て、担当課が工事前に周囲の関係者に土地の範囲や境界を確認する等、より慎重な
対応をとっていれば、本件のようなトラブルは防止することができたのではないか
と考えます。
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A 地域では、坪井川堤防の土手に樹木や雑草が相当に生い茂っており、樹木は
堤防を越えて道路まではみ出している。

この状況が付近の外観と地域の安全に影響を及ぼすと考え、令和５年（2023
年）６月末から７月初めの間に、A 地域の自治会長と一緒に担当課に行き、坪井
川沿いの樹木伐採、草取り及び清掃を依頼した（以下「本件要請」という。）。担
当課からは、一度検討してから連絡する旨の説明を受けたが、その後、担当課か
ら何の連絡も来ていない。

以上より、担当課に対して、坪井川堤防沿いの樹木や雑草の伐採、草取り及び
清掃を依頼したにもかかわらず、何の対応も取らなかったことについて苦情を申
立てる。

苦情申立ての趣旨

⒀　坪井川の堤防に生える樹木や雑草の伐採等の依頼に対する対応（要約）

市からの回答

坪井川及びその堤防については、熊本県（以下「県」という。）の管轄です。ただ
し、樹木や雑草が、坪井川の堤防を越えて市道にまたがり、車両の通行に支障があ
る場合には、市の土木センターが、市道にまたがっている部分の樹木のみ伐採及び
撤去をすることができます。

申立人の主張について、まず、令和５年（2023年）６月中旬、申立人と自治会長
が来課され、坪井川沿いの樹木伐採等を要請されました。その後、担当課は速やか
に現地を調査しました。

申立人が要請されてから３日後、担当課は県に本件要請を伝えました。県からは、
このような地域からの要望は非常に多いため、予算の都合もありすぐには対応でき
ないが、順次対応していくとの回答でした。

一方で、土木センターに対し、市道にまたがる樹木を市で伐採できるか尋ねたと
ころ、車両の通行に支障をきたすのであればできるということでした。しかし、当
時の現地の状況は、車両の通行に支障をきたす程のものではないと担当課が判断し、
土木センターに伐採を依頼しませんでした。

担当課が県に本件要請を伝えた次の日、県から自治会長に対し、上記の回答内容
を連絡してもらい、担当課からも自治会長に対し、県に本件要請を伝えた旨を連絡
しました。

その後、令和６年（2024年）９月上旬、土木センターが市道にまたがっていた部
分を伐採しており、同年10月上旬、県による堤防沿いの樹木や雑草の伐採が行われ
ていることを担当課が確認しています。
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オンブズマンの判断

市からの回答によると、市が速やかに現地調査を行った結果、車両の通行に支障
をきたす程のものではなかったため、申立人から要請された部分の伐採を一時見合
わせていたところ、市道にまたがっている状況が著しくなってきたため、令和６年
（2024年）９月上旬、土木センターが伐採・撤去したということです。その伐採・
撤去の状況は、担当課によって確認されています。よって、申立人らの要請は市に
よって果たされており、本件は解決済みで、市に不備は認められません。

なお、申立人は、市に対して、坪井川の堤防に生え、市道にはまたがっていない
樹木をも伐採・撤去して欲しいとの要請をされていました。しかし、坪井川は県の
管理下にあり、市の管理下にはありませんが、県により、申立人が要請されていた
坪井川沿いの樹木・雑草が伐採・撤去され、申立人の要請が叶えられていることを
申し添えます。
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私は、令和６年（2024年）５月上旬に市営団地の本件物件に入居した。同年
５月下旬に、上の階の入居者（以下「上の入居者」という。）の騒音について市
営住宅の管理を行う部署（以下「管理部署」という。）に相談したところ、上の
入居者については以前から苦情が寄せられており、管理部署で指導をしているが
まだ改善できていないと言われた。

その後も騒音は一向に改善されず、再度管理部署に相談したところ、同じ市営
団地の別の物件なら住替え可能とのことだったので転居した。その際、住替えに
関わる費用については自己負担だと言われた。だが、そもそも市は、上の入居者
について近隣から苦情が寄せられており、管理部署で指導をしても改善の見込み
がない状況であるならば、私の入居前の内見時にその旨を伝えておく義務があっ
たと考える。市の主張は、内見をしているのだから入居した本人に責任があり、
以前から苦情が出ている件は告知する必要がないというものであるが、内見の際
に、たまたま騒音がなければ気付くはずはない。それなのに、今回のような転居
に関わる費用を、自己負担しなければならないのは納得できない。

苦情申立ての趣旨

⒁　市営住宅入居の際の告知義務（要約）

市からの回答

市は、令和５年（2023年）８月頃に上の入居者についての苦情を受けたことから、
上の入居者に指導文書を交付し、同年10月に改善する旨の改善計画書を提出してい
ただきました。その後、確認のため管理部署の職員が上の入居者を訪問し、面談は
できなかったものの騒音はなく、その後も市営団地住民等からの苦情はありません
でした。そのため市は、上の入居者による騒音問題は改善され、本件物件の入居募
集に支障はないと判断しました。よって市は、申立人が入居された時点では、上の
入居者の騒音について、以前から苦情が寄せられており、管理部署で指導をしてい
るがまだ改善できていないという認識はしておらず、そのように申立人に回答した
ことはありません。

申立人は、市から「内見しているのだから入居した本人に責任があり、以前から
苦情が出ている件は告知する必要はない」という回答があったと主張されています。
しかし、市では、迷惑行為等により指導中の住宅に隣接するなど、市営団地住民に
害を及ぼす恐れのある物件については、入居後の住民トラブルを避けるために募集
停止としています。市としては、本件に関しては、上の入居者の騒音問題が改善さ
れたため、本件物件の入居募集に関しては問題がないと判断したことから、申立人
に対して事前に告知する必要はなかったと説明しました。そして、市は、申立人に
は、内見時に鍵を貸し出して設備の不具合・居住環境等の確認を行っていただき、
納得して入居いただいたと認識しているという説明もしています。
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次に、住替え費用等については、熊本市営住宅すまいのしおりに記載のとおり、
敷金・原状回復・転居費用等は入居者の自己負担となっています。

今回の苦情申立てを受け、今後は、問題が改善したと市が認識している場合で
あっても、募集する住宅については、設備及び住環境について再確認を行うなど、
慎重な対応をし、入居後の快適な生活を提供できるよう努めます。

オンブズマンの判断

申立人は、市に、上の入居者の騒音問題について、内見時に告知すべき義務が
あったと主張されています。しかし、市からの回答によると、迷惑行為等により、指
導中の住宅に隣接するなど、入居者に不安や迷惑を及ぼすおそれのある物件につい
ては、そもそも入居後の住民トラブルを避けるために募集停止としているため、告
知をするまでもないとのことです。

また、令和５年（2023年）８月頃に、上の入居者について苦情を受けたことは、
市も認めていますが、当時、管理部署の職員が上の入居者を訪問した際に室内から
の騒音が確認できたため、指導文書を交付し、改善計画書を提出させています。そ
の後、管理部署の職員が上の入居者を訪問し、面談はできなかったものの室内から
の騒音はなく、新たな苦情等もなかったことから、上の入居者による迷惑行為は改
善されたと認識したため、市は、本件物件の入居募集に支障はないと判断したとの
ことです。これらの経過をみると、市は、迷惑行為の改善のために上の入居者に対
応しており、その後の訪問の結果等からも、既に迷惑行為は改善された状況に至っ
ていたといえます。

以上から、申立人が募集中だった本件物件の内見をした際に、上の入居者の過去
の迷惑行為について告知義務があったとはいえず、市が申立人に事前告知をしな
かったことに不備はありません。

また、住替えにかかる費用については、「熊本市営住宅すまいのしおり」に敷金、
原状回復等は入居者の自己負担と記載されています。また、上記のとおり、市に告
知義務があったとはいえないことから、申立人が負担するほかはないということに
なります。

本件のように過去に苦情があった物件について、市によって迷惑行為が改善した
と判断された物件であったとしても、次の入居者に貸し出すまでに期間が空くこと
があります。その場合に、迷惑行為が再発する可能性もあるため、物件を貸し出す
際に、迷惑行為が行われていないかを再度確認をする等の慎重な対応を取っていれ
ば、今回のようなトラブルは防げるのではないかと考えます。市も、本件苦情を受
け、今後はそのような対応を取るとのことです。
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私は、A 区で生活保護を受けており、令和６年（2024年）７月分の収入申告
書を提出するため、同年８月に担当課を訪れた。私の担当ケースワーカー（以下
「担当 CW」という。）は席を外していたため、代わりのケースワーカー（以下
「窓口 CW」という。）が対応した。

その際、窓口 CW は、「この日数働いたのに、収入額はたったこれだけです
か。」との発言をした。また、「給与明細書とか何か証明できるようなものはない
のですか。」とも言われた。私が、「今までこのような事を聞かれたことはないの
に、なぜ、今ここでそのようなことを聞くのか。」といった内容のことを尋ねると、
窓口 CW は、「無ければ結構です。」と答えた。

私は、被保護者として就労するようになってから約８年の間、一度も給与明細
書等の提出について言及されたことはない。また、収入申告書の裏面に、『収入
のうち証明書等の取れるものは、この申告書に必ず添付すること』との記載があ
るが、私の場合、給与支払者が個人事業主であり、今まで給与明細書をもらった
ことはなく、収入申告書にもその旨を必ず明記して提出している。

私は、窓口 CW の上記発言が、いかにも私が不正な申告をしているかのよう
な発言であるように感じた。

また、窓口 CW と上記やり取りしている中で担当 CW が来たので、窓口 CW
の対応に納得いかないことを課長に伝えたいと申し出たところ、「私が責任をもっ
て報告しておきます。」と言われた。再度課長に直接会って苦情を言いたいと
言ったが、拒否され、結局、担当課の返答は「面談はできない。」というものだっ
た。その対応には納得がいかない。

以上より、窓口 CW の私に対する言動及び担当課長との面談の機会を設けな
いという担当課の対応について、苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⒂　収入申告の際の職員の言動と対応（要約）

市からの回答

生活保護法は、生活保護を受けている場合、生活保護受給者は定期的に収入を申
告する義務がある旨を規定しています。この収入申告は、原則として文書により
行っていただく必要があり、収入の種類、金額又は求職活動の状況等を正確に記載
していただくとともに、その内容を挙証する給与明細書又は求職状況報告書等の添
付が必要となります。

申立人は、窓口 CW が、「この日数働いたのに、収入額はたったこれだけですか」
との発言をしたと主張しています。この点につき、窓口 CW に聴取したところ、そ
のような発言は一切していないことを確認いたしました。一方で、窓口 CW による
「給与明細書とか何か証明できるようなものはないのですか」との発言については、
その旨のお尋ねをしたことを確認いたしました。
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ケースワーカーが窓口対応する際、就労収入があれば収入申告書のほかに金額が
確認できる挙証資料の提出を求めております。申立人は、今までそのようなことは
なかったと主張されていますが、窓口での通常の対応であり、何ら問題ないものと
認識しております。

また、申立人は、今回の窓口対応について直接課長との面談を希望したがそれが
かなわなかったとして苦情を申し立てていますが、今回の窓口対応に対する苦情に
ついては、担当主査及び担当 CW から申立人に対し、複数回にわたり説明を行って
おり、また謝罪を伴うような案件ではないと判断いたしました。

上記のとおり、本件における当課の対応は正当なものであります。本件について
は、これまでも申立人に対し丁寧な説明を行っており、これ以上の対応は不要であ
ると考えます。

オンブズマンの判断

申立人は、窓口 CW が「この日数働いたのに、収入はたったこれだけですか。」
（発言①）、「給与明細書とか何か証明できるようなものはないのですか。」（発言②）
と発言したとして、これらの発言が生活保護費受給に関していかにも不正な申告を
している者と疑うような発言に感じたと主張されています。

発言①については、「市の回答」によれば、窓口 CW はそのような発言は一切し
ていないということです。この点については、双方の主張事実が食い違っており、
申立人の主張事実を証明する証拠がなく、事実認定できません。発言②については、
「市からの回答」によれば、就労収入があれば収入申告のほかに金額が確認できる
資料の提出を求めることが原則であるとのことであり、窓口 CW の対応は、この原
則に従った適切なものと言えます。よって、この点につき、市の対応に不適切な点
はありません。

次に、申立人の、本件における窓口 CW の対応につき課長との面談を求めたが、
その機会を設けてくれなかったとの主張について、「市からの回答」によれば、窓口
CW の対応については、担当主査及び担当 CW から申立人に対して、複数回にわた
り説明をし、謝罪を伴うような案件ではないことから課長との面談の機会は設けな
かったとのことです。行政機構にあっては、役職ごとに役割分担があり、各職員が
自己の役割を果たすことで業務が円滑に遂行されています。行政サービスを受ける
市民の側から、「この役職での対応を」という指名があったとしても、業務遂行の上
で、事案の内容や職員の役割分担を勘案し、適材適所で対応すべきものですから、
市民の要望に応えられなかったとしても特に問題はないと考えます。よって、この
点についても市の対応に不適切な点はありません。

申立人は、不正な申告を疑われていると感じられたようですが、収入申告に際し
ての金額が確認できる資料の提出は通常の対応であり、決して不正な申告を疑った
ものではないとのことですので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
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私は、自社の令和６年（2024年）１月及び２月の水道料金の請求金額が高額
だったため、同年３月に市に問い合せたところ、漏水の可能性があると言われた。
調べた結果、漏水と判明し、水道管の取替え工事を行った。同年４月中旬に水道
料金減免申請書（以下「申請書」という。）を市に提出したが、同年２月、３月
分は減免されないと言われた。その理由を市に尋ねると、市は、同年１月の検針
時に、漏水の可能性があることを知らせる旨のお知らせ表をポストに投函したと
のことだった。しかし、自社は、同年２月にポストを設置したため、お知らせ表
は届いていない。そのことを市に伝えると、漏水の可能性について自社に電話で
も知らせたと言われた。だが、自社の従業員に電話を受けた者はいない。さらに、
私が、自社に従業員がいるのは通常17時から18時以降であることを市に伝える
と、今度は自社から市に折り返しの電話がかかってきたと言われた。このように、
市の回答の内容は後付けで変わっていた。

以上の市の対応に対して、苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⒃　水道料金の減免と漏水の可能性がある場合の通知（要約）　

市からの回答

給水装置（公道地下布設の配水管から分岐した給水管から、家の中の蛇口まで。
メーターを除く。）は個人の財産であるため、維持管理は原則として使用者又は所
有者が行うものです。そのため、給水装置の漏水の場合は、所有者又は使用者にお
いて熊本市指定給水工事事業者（以下「工事店」という。）に修理の依頼をし、修
理を行っていただき、修理の完了後は、申請書を提出してもらいます。水道料金等
の減免については、熊本市上下水道局水道料金、下水道使用料及び工業用水道料金
の減免に関する要綱（以下「減免要綱」という。）に基づき行っています。

また、市は、住民サービスとして、定期検針時に過去の使用量と比較し、異常な
水量が計量された場合には、現地で使用者へ使用量を伝えて、使用状況等を聞き取
ります。メーターの針が回転していた場合は、水を使用中か、トイレや蛇口等の止
まりが悪くないかを確認し、いずれにも該当しない場合は、使用者に給水管等から
の漏水の可能性があること、及び工事店へ調査や修理を依頼するように伝えていま
す。そして、現地に使用者が不在の場合は、メーターの回転の有無にかかわらず、状
況を記載したお知らせ表を投函し、必要に応じて電話等で連絡をしています。

なお、市では使用者がどのような水の使い方をしているかまでは把握できないた
め、通知をする際に漏水していると断定することはできません。

そして、水道料金の減免は、申立人から提出された申請書及び減免要綱に基づき
行っています。本件において、申立人が提出した申請書には、修理依頼日が令和６
年（2024年）３月下旬、修理完了日が同年４月中旬と記載されていました。この場
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合は、減免要綱第４条第１項第２号に基づき、本件では同年３月及び同年５月の検
針分である同年４月の請求分から同年７月の請求分までが減免の対象となります。
よって、同年１月の検針分である同年２月、３月分は、減免の対象となりません。

次に、申立人の水道の使用について、市は、同年１月の検針時に使用量が増えて
おり、メーターも動いていたことを確認しました。しかし、申立人がご不在だった
ため、市は、現地のポストにお知らせ表を投函しました。苦情申立ての趣旨によれ
ば、申立人がポストを設置したのは同年２月以降とのことですが、市は、令和５年
（2023年）11月の検針時に、ポストが設置されていたことを確認しています。

また、市は、令和６年（2024年）１月下旬に申立人に電話をしましたが、連絡が
取れませんでした。しかし、事務員の方から市に折り返しの電話があったため状況
の説明を行ったところ、「事務所を移動したため水量も多くなった」と返事をいただ
きました。その際、事務員の方にメーターが動いていることもお伝えしました。そ
して、市から申立人に電話をしたのは、８時30分から17時15分までの業務時間内で
あり、その後、市の業務時間内に申立人から折り返しの電話をいただいています。

なお、市が、同年１月の検針時にポストにお知らせ表を投函したこと、及び同年
１月下旬に市が申立人に電話をした際、連絡が取れなかったものの事務員の方から
折り返しの電話があったことについては、市の記録に基づいて申立人に回答してい
るため、内容が変わるということはありません。

市は、今回のご意見も踏まえ、改善できることはないかを検討しつつ、更に分か
りやすく、お客様に寄り添った業務を遂行できるように努めてまいります。

オンブズマンの判断

令和６年（2024年）２月、３月分の水道料金の減免について、市は減免要綱に
沿った対応をしており、同年２月及び３月請求分の水道料金について減免対象にな
らないと判断したことに不備はありません。

申立人は、市からお知らせ表が届いていないと主張されていますが、市のヒアリ
ングの際、オンブズマンは令和５年（2023年）11月の検針時にポストがある旨の記
録がされており、令和６年（2024年）１月の検針時にポストに投函したというお知
らせ表の控えがあることを確認することができました。そのため、ポストの設置時
期については、申立人と市の主張が食い違っていますが、同年１月の検針時にお知
らせ表をポストに投函したという市の説明には、なるほどと納得させるものがあり
ました。

また、市が、同年１月下旬に申立人に電話をし、その後、申立人から折り返しの
電話を受けて事務員の方に状況を説明した記録も残っています。

以上によれば、市からの通知は、同年１月時点で、申立人にはお知らせ表と電話
でなされていると認められますので、オンブズマンは、市の対応に不備があるとは
判断しません。
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私は A 病院薬剤科に勤務している。A 病院では、労働環境や医療事故防止対策
に関して非常に不適切なことが行われている。そこで、病院を管理・指導する市
の担当課に対して報告及び調査依頼をしたが、この件に関して担当課は何らの調
査・対策も講じていないばかりか、私に対しても何らの説明や報告もない。

よって、違法行為を敢行している病院に対する調査不作為及び情報提供者であ
る私を無視し続け、何らの説明や報告をしない市の対応に対して苦情を申し立て
る。

苦情申立ての趣旨

⒄　民間の病院への調査と報告（要約）　　

市からの回答

病院において不法又は不当な行為の疑いがあるとの情報を得た場合、担当課は、
医療法第25条第１項又は第２項を根拠として、聞き取り調査や資料の確認等により
事実確認を行い、その結果、不法又は不当性があると認められ、行政指導の必要が
あると判断した場合には、必要な措置を行うこととしています。しかし、不法又は
不当性の有無を判断するにあたり、他の所管庁が所管する法令が根拠となる場合に
は、所掌事務を超えることにもなるため、情報提供者には、まずは所管庁に相談す
るよう指導することとしており、その後当該所管庁から担当課が所管する内容につ
いて相談があった場合には、可能な範囲で当該所管庁に助言等を行うこととしてい
ます。

申立人は、これまでに担当課に対し令和６年（2024年）４月下旬、同年５月中旬、
同年９月上旬の３回にわたり書面を送付されています。同年４月下旬の文書では、
申立人は① A 病院の労働環境の調査、②マンパワーの不足がインシデント発生の要
因であること、③作業中に他の仕事を要求されることがあること、④インシデント
事案の解決策としてマンパワーの増員を求めたが意見が通らず、安全管理部門の担
当者からは、まずは個人の行動を振り返るよう促され、中断した仕事を一から再開
できる仕事環境ではないのに、中断した際は一からやり直すよう指摘を受けたこと
などを訴えられています。これに対し、同年５月上旬、担当課は、申立人に対し、電
話にて、①については、労働法関係の法令の所管である労働基準監督署に相談して
いただきたいと伝えました。次に、②ついては、申立人によれば、A 病院は職員数
の法定基準を満たして配置されているとのことでしたので、行政機関が法定数を超
えた職員採用を強権的に指導できるものではなく、A 病院内で検討されたいという
こと、③については、調剤方法・手技等については、医療法に関する関連通知等で
具体的手順を示したもの等はなく、専門医療職としての裁量行為に係る部分でもあ
り行政指導には馴染まないことから、A 病院内で検討していただき、その結果、な
お不当といえる状況であれば、改めて担当課に相談してほしいということ、④につ
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いては、資料を確認した限りでは、安全管理者の指導に行き過ぎた点があるとは認
められず、むしろ安全管理者としての必要な指導であると判断されたことから、仕
事のやり方については、当該病院内で検討をされたいということを伝えました。同
年５月中旬の文書に対しては、内容が労働法関係に関する内容のみであり、文中に
も「関係当局に送付した」と記載されていたことから、労働法関係当局に通報した
旨の担当課への報告の文書と理解しました。そこで、特段の対応は行わず、今後医
療法に関する相談等があった場合には対応を行うこととしました。同年９月上旬の
文書では、４月下旬の文書と重複する主張と、新たにインシデント事案の院内公開
が二次的なミスに繋がるとの主張がされていました。この４月下旬の文書への対応
時に、「まずは院内でご検討いただき、その結果においても不当といえる状況にあれ
ば、改めて担当課に相談してほしい」旨を伝えていましたが、その後、何ら相談が
ない中で、担当課に対する苦情としてオンブズマン制度を利用されたとのことでし
たので、担当課の説明が伝わっていない可能性があると危惧し、新たな主張に対す
る回答と併せて、改めて同年９月中旬に文書を申立人へ送付いたしました。新たな
主張に対しては、医療法施行規則第１条の11第１項において、病院は再発防止のた
めに事案の原因究明のための調査及び分析を行い、改善のための方策の立案と実施、
従業員への周知徹底を図ることを定めており、A 病院はこの規定に基づいた対応を
行っていると認められたため、以上のインシデント事案については、院内で検討す
るよう伝えた次第です。

今後、A 病院に不当性があると判断された場合や、病院内の安全や衛生が脅かさ
れる事態が疑われる場合等においては、厳正に対処したいと考えています。

オンブズマンの判断

申立人は、担当課に A 病院内の労働環境について調査するよう要請されていま
す。「市からの回答」によると、担当課は、上記要請に対し労働基準監督署に相談す
るよう、電話で促したとのことです。労働法関係に関する問題点については、労働
法関係を所管する労働基準監督署に問い合わせるのが最も適していると判断した担
当課の対応は相当であると思われますので、市に不備はありません。

また、申立人は、担当課に当該病院の医療事故防止対策に問題があるとして調査
するよう要請されています。「市からの回答」によると、担当課は、A 病院において
規則第１条の11第１項に基づく安全管理のための体制について申立人に問い合わせ、
その回答に基づき問題点について検討した上で、法令に違反するところがないと判
断しています。そして行政による指導等案件ではなく、病院内で検討すべき事項で
ある旨を申立人に通知したということです。以上によれば、申立人が主張する問題
点は、法の運用に関するものと見るのが相当であり、その運用が法令に違反する場
合はともかく、法令に違反していない場合は行政の裁量の範囲内であると思われま
す。この市の対応はその裁量の範囲内と判断され、市に不備はありません。
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申立人に対する説明については、申立人は、担当課に対し、計３回文書を送った
が無視されたとのことですが、記録に基づく「市からの回答」によると、同年４月
下旬及び同年９月上旬の文書については同年５月上旬の電話対応及び同年９月中旬
の回答文書送付をもって対応をしたことが認められます。同年５月中旬の文書につ
いては、労働法関係に関する内容のみであり、担当課への要請文書ではなく、報告
文書であると判断し、特段の対応は行わなかったとのことです。確かに、報告文書
であると理解しても、当該文書を受領したことを通知することも考えられますが、
労働法関係に関する問題点については労働基準監督署に相談するよう、同年４月下
旬の文書への対応の際に指導しているため、改めて対応する必要性を認めなかった
という判断も理解できるところです。以上に照らすと、担当課が申立人を無視した
という事実は認められず、市に不備はありません。

申立人としては、担当課にはもう一歩踏み込んで当該病院について調査、指導を
することを期待したところだとは思いますが、行政による民間病院に対する過度な
介入は相当ではないと考えられ、当該病院の運営が法令に違反していて、安全性に
問題があるといった場合に行政による調査・指導がなされるべきものと思われます。
今後、当該病院において法令に違反して安全や衛生が脅かされていると判断される
状況であれば、再度担当課に相談していただきたいと思います。
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私の家の前の市道を挟んだ反対側に建物が建築されるに当たり境界立会が予定
されていたが、建物の建築予定者が立会いを取り下げられたため、その予定が無
くなった。その後、立会いは行われないまま、当該建物の建築許可が下り、当該
建物が建てられた。その理由について、担当課で数回説明を受けたが理解できな
かったので、現地にて説明をしてほしい旨を要請したが、現地での説明はできな
いと断られた。

このことについて苦情を申し立てる。

苦情申立ての趣旨

⒅　現地における担当課の説明（要約）　　

市からの回答

建築物を建てる際は、事前に計画内容が建築基準法（以下「法」という。）に適
合するかを確認する建築確認申請（以下「確認申請」という。）という手続が必要
となり、担当課若しくは民間の確認検査機関で審査を行います。なお、本件の確認
申請を審査したのは担当課ではなく、民間の確認検査機関です。同機関で法に適合
していることが認められたため、「確認済証」が交付されています。

法では、建築物の敷地が法上の道路に２ m 以上接していないと建築物を建てる
ことはできません（接道義務（法第43条））。そして、法上の道路に当たるか否かに
ついては、法第42条の規定から判断することとなります。法では、建築物の利用及
び安全上の観点から、基本的には道路の幅員は４ m 以上を求めているところ、実際
の既成市街地内の道路の整備状況からみて、幅員４ m 未満の道路をすべて法上の
道路でないとすることは、その道路に接道して建っている建築物については、増改
築その他の新たな建築行為が一切できないこととなります。そのため、そのような
場合の救済の一つとして法第42条第２項が規定されています。同項は幅員が４ m
未満のものであっても法上の道路とみなし（以下「２項道路」という。）、その代わ
りに道路の中心線から２ m ずつ後退した線を法上の道路境界線とみなしています。

本件における当該道路は、幅員が４ m 未満の２項道路となっており、当該建築物
を建築するためには幅員４ m を確保するため、当該道路の中心線から２ m の後退、
いわゆるセットバックしたうえでの建築が必要となります。そして、その中心線を
確定するには当該道路の境界を確定させなければなりません。すなわち、建築行為
を行う際は、建築物の敷地と道路の境界を確定したうえで確認申請を行うことが原
則となります。しかしながら、本件では、当該道路の境界確定がなされていなかっ
たため、法上の道路境界線として幅員４ m が確保されるよう暫定的に対向地側よ
り一方後退を行う建築計画（最も不利側の条件）であったことから、法第42条第２
項に適合するものとして、民間の確認検査機関も確認申請に対し確認済証を交付し
ているものです。
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申立人は、当該建築物と当該道路の関係において、法第42条第２項をもって処理
したということについて、現地で説明してほしいと要請したが断られたと主張され
ています。しかし、これまで窓口や電話にて確認申請における法上の道路と実際の
道路の境界線の取扱いについて何度も説明しております。加えて、現地にて、令和
５年（2023年）11月上旬と同年12月中旬の２回説明を行っております。しかしなが
ら、申立人は納得ができないという状況で毎回終了しています。

なお、申立人は確認申請の図面に図示してある道路境界線をもって対向地の敷地
となることを危惧する主張をされていますが、確認申請の図面はあくまで法上の道
路の位置づけを示したものであって、所有権上の境界線を確定させるものではあり
ません。

担当課としては、今後においてもこれまで説明した内容に変更はないため、改め
て現場で説明する必要はないと考えております。

オンブズマンの判断

「市からの回答」によれば、担当課は申立人に対して、法第42条第２項に基づく
設計図面に関し、これまで何度も説明をし、現地での説明も２度行っているとのこ
とです。申立人と担当課のこれまでのやり取りについて、担当課による記録から、
電話対応、窓口対応、現地説明を数回にわたり行っていることを確認いたしました。
この記録は日時、対応者、対応の内容等が詳細に記録してあり、信用性が高いもの
であると考えます。そして、担当課は、それまでのやり取りの中で申立人には説明
を尽くしており、これ以上の説明をする手段を持っていないため、申立人からの、
現地での説明をする旨の要望には応えることはできないということです。この担当
課の対応については、２度の現地説明を含めた再三にわたる対応の末の判断であり、
理解ができるところです。　

なお、本件は、以前から当該道路の境界が確定しておらず、申立人はそのことを
気にかけていたところ、当該道路の境界が確定しないまま対向地に建築物が建築さ
れたことで、そのことに申立人が疑問を持たれたことから生じたものです。した
がって、根本的解決を図るためには、やはり当該道路の境界を確定することが不可
欠であると思われます。そして、道路の境界を確定するためには立会申請をしたう
えで、立会人それぞれがその境界について承諾する必要があります。そのためには、
まずは立会人間での話を進めていくことが重要ではないかと考えます。今後、当該
道路に関しての話合いがスムーズに進むことを願っております。
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私は、令和５年（2023年）に担当課を訪問し、亡くなった母から相続した土
地及び半壊の家屋に対する評価額が高すぎるという苦情を伝えた。担当課からは、
「現地を確認します。」と言われ、後日、評価に変わりはないと回答された。
令和６年（2024年）12月中旬に、同じ苦情を担当課に電話で伝えたが、前回
と同じ回答だった。その際、課税処分に対する不服申立てについても話したが、
不服申立てができるのは、令和６年（2024年）６月から３か月以内だと言われ
た。しかし、以前担当課を訪問した際、不服申立てに関しての情報提供はなかっ
た。

苦情申立ての趣旨

⒆　固定資産税に対する問合せ時の対応（要約）

市からの回答

令和５年（2023年）４月上旬に、担当課窓口に申立人が訪問され、申立人所有地
（以下「申出土地」という。）の家屋敷地部分及び通路部分の土地について「通路
部分に隣接する土地（以下「隣接地」という。）の所有者が隣接地に門を設置して、
道路からの入口が狭くなったのに、評価額が高いのではないか。」という相談を受
けました。担当課は、現在の土地の利用状況については現地を確認しないと判断で
きないため、現地調査をしてから申立人に連絡すると伝えました。後日、担当課が
土地の現地調査を行ったところ、申立人の主張どおり、隣接地と申立人所有の通路
部分の土地が区分されて、従来の道幅の約半分の道幅となっていました。そのため、
担当課は、令和４年度（2022年度）までは、家屋敷地部分と通路部分の土地２筆及
び隣接地１筆の合計３筆を１画地と認定していましたが、令和５年度（2023年度）
からは、家屋敷地部分と通路部分の土地２筆を１画地と認定して、固定資産税の評
価を見直しています。このように、担当課は現地調査を行い、申出土地の固定資産
税の評価を見直し、評価額を変更しています。また、熊本地震で被災した申出土地
上の家屋（以下「本件家屋」という。）については、熊本地震当時に半壊判定を受
けていることにより、評価について損耗の減価を継続しているため、申立人に評価
は変わらないと回答しました。

不服申立てについては、固定資産税・都市計画税納税通知書（以下「納税通知
書」という。）の表紙の裏面に記載があるため、それをもって、毎年情報提供をして
います。また、担当課では、納税者からの問合せがあった場合には、電話や窓口等
で評価内容の説明を行い、その内容に不服があると言われたときに、個別に不服申
立ての手続等の情報提供を行っています。申立人から令和５年度（2023年度）の納
税通知書の送付後、担当課に対し、問合せや不服があるという訴えはされていない
ことから、担当課から個別の情報提供は行っていません。
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オンブズマンの判断

申立人は、令和５年（2023年）に担当課の窓口を訪れた際には、課税処分に対す
る不服申立てについて情報提供がされなかったために、その後正式な不服申立ての
機会を失してしまったと言われています。しかし、申立人の苦情に基づき固定資産
税の評価が見直され、また、熊本地震時の家屋半壊認定に基づく損耗減価がなされ
ており、いずれの措置も正当である上、固定資産税に関する不服申立ての時期につ
いては、市からの回答のとおり、固定資産税・都市計画税納税通知書には、これが
到達してから３か月以内に不服申立てをしなければならないという期間制限の記載
がありますので、情報提供がなされていなかったとは言えないと思います。よって、
市に不備があるとまでは言えません。

申立人は、令和５年（2023年）に担当課を訪れて、土地の評価が高い旨の苦情を
伝え、担当課は現地調査を経て土地の評価を見直しています。このような苦情があ
る場合には、担当課が見直した土地の評価について、申立人の理解・承諾を得てい
たと考えたとしても、本件のような苦情を未然に防ぐため、あらかじめ口頭での不
服申立ての手続に関する情報提供の配慮が望ましいのではないかと思われます。
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３　調査対象とならなかった事例
　令和６年度（2024年度）に処理した事例で、調査の対象外となったものは次
のとおりです。
・市の仕事やそれに関わる職員の行為でない苦情（熊本市オンブズマン条例第６条）
　市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為に該当
せず、調査の対象外となったものです。

内容・申立ての趣旨

⑴　職員によるストーカー行為
職員が市外の店で待ち伏せし、ストーカー行為を行っていたことについて調査

してほしい。

⑵　地域公民館でのカラオケの騒音
地域公民館のカラオケの騒音について、市に相談したが改善しない。騒音対策

をしてほしい。

・オンブズマンの職務に関する苦情（熊本市オンブズマン条例第６条⑸）
　「オンブズマンの職務に関する事項」に該当するため、調査の対象外となっ
たものです。

内容・申立ての趣旨

⑶　オンブズマン制度における面談方法
オンブズマン制度において対面による面談を最善としたオンブズマン事務局の

判断は、不当である。

・自身に直接の利害を有していないもの（熊本市オンブズマン条例15条⑵）
　申立内容について、申立人自身が利害を有していると言えないので、調査の
対象外となったものです。

内容・申立ての趣旨

⑷　人事課の評価基準
市の人事評価項目の客観的評価基準の策定と前年度の改善案、提案実績、改善

実績の回答を求める。

⑸　境界立会いにおける委任状
委任状について口頭で良いと言った土木センターに対し、委任と委任状は違う

と言ったが、回答しない。
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・１年以上経過しているもの（熊本市オンブズマン条例15条⑶）
　苦情の申立てに係る事実があった日又は終わった日から１年以上経過してい
るため、調査の対象外となったものです。

内容・申立ての趣旨

⑹　ケースワーカーによる生活保護の世帯分離
夫婦で一世帯として受けていた生活保護を、ケースワーカーが勝手に個人ごと

に分離した。

・調査が相当でないもの（熊本市オンブズマン条例15条⑸）
　苦情の趣旨おいて、高度な専門的知見に立脚しなければ判断ができないため、
例規の法的解釈の是非は判断ができないため、行政裁量の範囲内のものや政策
的判断によるものであるため、他の機関の救済措置が相当であると認められる
ため、オンブズマンによる「調査が相当でない」と判断し、調査の対象外となっ
たものです。
　また、苦情申立ての趣旨に係る事実が不明瞭あり、調査の対象になるかどう
かの判断ができなかったもの、及び、趣旨を特定するために何度も連絡を行っ
たものの申立人からの協力が得られず、趣旨が特定できなかったものも、オン
ブズマンによる「調査が相当でない」と判断し、調査の対象外としています。

内容・申立ての趣旨

⑺　児童相談所職員の対応
今まで受けてきた児童相談所の職員からの行為は、人権侵害だと考える。その

ため、それらが正当なものだったか調査してほしい。

⑻　土地に対する固定資産税賦課及び差押え
市が土地泥棒している土地に対して固定資産税を課し、預金の差押えをした行

為は許されない。このことにつき調査をしてほしい。

⑼　土木センター職員の対応
職員による聴取りを途中で打ち切った上席に対して、苦情を申し立てる。

⑽　担当課の相談記録簿の訂正記録
担当課の有する相談記録簿の訂正に関する記録の作成と開示を求める。
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４　調査を中止した事例
　令和６年度（2024年度）に処理した事例で、調査を中止したものは次のとお
りです。
・調査開始後に調査の必要がなくなったもの（熊本市オンブズマン条例17条）
　調査開始後に申立人自らが、申立ての取り下げを行ったことにより、調査を
中止したものです。

内容・申立ての趣旨

⑴　共有地の固定資産税通知
市に勝手に共有地の代表者にされ、私だけに通知が届き、長年その固定資産税

を全額支払わされた。



Ⅳ　発意調査の事例
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～掲載事例一覧～

Ⅳ　発意調査の事例
内　　　　　容 頁

１ 町内自治振興補助金制度における補助金の不正受給に対する市の対応 92

２ 農地転用許可制度における土地の利用について 95
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Ⅳ　発意調査の事例
⑴　町内自治振興補助金制度における補助金の不正受給に対する市の対
応（要約）　

近年オンブズマンに寄せられた、特定の町内自治会による町内自治振興補助金
（以下「補助金」という。）の使用に不正が疑われるという苦情申立てにおいて、
補助金の使用についての市の検証が、不十分かつ不適切であると判断せざるを得
ない事項が散見されました。

そこで、町内自治会（以下「自治会」という。）における補助金の使用が適正か、
市において補助金の使用について適切な検証がなされているかを調査する必要が
あると考えました。

よって、本件発意において、市における補助金制度の内容及びその運営が適正
になされているのかを明らかにするために、調査することとしました。

発意調査の趣旨

市からの回答

１　補助金制度の概要
　市では、地域社会の中心的な役割を担う自治会の運営を支援するため、「町内
自治振興補助金交付規則（以下「規則」という。）」及び「町内自治振興補助金交
付規則に係る取扱基準」等の関係例規に基づき、補助金を交付しています。
補助金は、町内会、自治会及びこれに準ずる団体に交付されます。これらの団体
の代表者が、補助金の交付の申込みをする場合、事業（活動）計画書及び予算書
等を添付した補助金交付申込書を、市長に提出します（規則第４条）。補助金の
交付額は、毎年４月１日現在の自治会等の加入世帯数に応じて算出され、原則、
９月末日までに補助金が交付されます（規則第６条）。
　補助金の交付を受けた自治会等の代表者は、活動等が終了した日から30日を経
過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、事業（活動）実績報告書
及び決算書等を添付した事業実施報告書を、市長に提出します（規則第７条）。

２　補助金制度の運営
　補助金制度に関する業務は、地域活動推進課及び各区役所総務企画課（以下「総
務企画課」という。）が担っています。地域活動推進課は、補助金制度及び補助
金交付事務の総括、補助金関係例規の制定・改廃・運用、補助金に係る予算及び
決算、総務企画課との補助金に関する連絡調整、総務企画課からの審査に伴う各
種相談対応及び支援を担当します。
　一方で、総務企画課は、地域活動推進課が定める制度に基づいた事務（申請受付、
審査、交付決定及び指定口座への送金、事業実施報告書等の確認）を担当します。
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　補助金制度運営の具体的な流れは、まず、地域活動推進課において、補助金に
関する予算の確保と、申込書等の記載例などの雛形の作成を行います。当該雛形
については、総務企画課に提供します。
　その後、総務企画課において、管内の自治会等に対して、補助金関連書類を発
送し、自治会等から必要な書類が提出されたら、地域活動推進課が作成したチェッ
クリストを基に当該書類を審査します。審査の対象となる書類及び項目は、「補
助金交付申込書（項目：申込者情報、加入世帯数など）」、「補助金請求委任兼口
座振込依頼書（項目：申込者情報、振込口座、通帳写しの要否など）」、「事業（活動）
計画書（項目：期日、事業名など）」、「予算書（項目：補助金の記載状況、町内
会費徴収世帯数など）」です。
　上記の審査後、総務企画課の交付決定予定額を受けて、地域活動推進課から総
務企画課に予算を再配当し、総務企画課から管内の自治会等に、補助金交付決定
通知書の送付及び指定口座への送金を行います。自治会等の活動等の終了後は、
総務企画課に事業実施報告書等が提出され、地域活動推進課が作成したチェック
リストを基に総務企画課が確認します。対象となる書類及び項目は、「事業実施
報告書（項目：自治会名、代表者名）」、「事業（活動）実績報告書」、「決算書（項
目：補助金の記載状況、支出の内容及び総額）」です。

３　補助金の不正受給に対する対応
　補助金の不正受給に対する対応について、熊本市補助金等交付規則第12条にお
いて、補助金が交付された事業者等の事業等が以下のいずれかに該当する場合に
は、市長は、補助金の交付の決定について全部又は一部を取り消すことができる、
としています。

①　補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規
則に基づく市長の指示に違反したとき。

②　補助金等を他の用途に使用したとき。
③　虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

４　現行の補助金制度に関する運営状況
　現行の補助金制度の下では、市は自治会からの事業実施報告書等を確認するこ
とで、補助金の使い方について監督・指導を行っています。
　過去に、補助金の他の用途への使用、虚偽、その他の不正な手段による補助金
の受給などといった補助金の不正受給を行っていたために、市の方から補助金の
返還を求めたという事例はありません。
　しかし、現在の市による監督・指導の在り方について見直しが求められる事例
が近年発生し、オンブズマンに申し立てられました。本事例では、補助金の使い
方が問題になり、事業実績報告書や決算書の内容に疑義があり、これに関する市
による調査を、自治会長の説明のみで終わらせていたところ、オンブズマンから、
領収書の検証等の実質的な調査を行うべきとの指摘がありました。現在、本事例
については、A課において、指摘のあった自治会の会長宅を訪問するなどし、改
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めて、活動実績や領収書等の存否について確認を行っているところです。
　本事例が発生した要因として、当該自治会における事務処理の不慣れ、監査機
能の機能不全、提出書類の重要性に対する不理解、コロナ禍において当該自治会
内で総会が開催されなかったために、当該自治会の活動や決算などの周知が当該
自治会内で十分になされておらず、コロナ禍後においてもその状態が継続されて
いたこと等が考えられます。また、さらに考えられる要因として、区役所におけ
る審査では、提出された書類の形式に不備がなければ受けざるをえず、当該書類
の内容の不備までは明らかにできないという、オンブズマンが指摘したような、
制度上の審査の手法や程度に関する問題も挙げられます。

５　今後の方向性
補助金制度については、令和５年度（2023年度）包括外部監査において、「補

助金の補助対象事業及び補助対象経費が定められていないことから、適切な補助
執行の妨げになる可能性がある」等の指摘を受け、地域活動推進課及び区役所実
務担当により、他都市調査や自治会の会計報告の分析などを行ったところです。

今後、市としては、補助金の対象事業や対象外経費を明確にするための規定の
見直しや、自治会等による補助金の使い方について詳細を把握するために決算書
等の補助金関連書類の見直しを進めていくなどして、自治会等による補助金の使
用に対する市の監督・指導機能の向上を目指していきたいと考えています。

オンブズマンの判断

本件発意の契機となった苦情申立てにおいては、特定の自治会による補助金の不
正受給が疑われたことから、市が当該自治会に対する調査を実施しましたが、市の
調査は口頭での説明や書面に基づく形式的な調査にとどまっていたため、オンブズ
マンにおいて、領収書の確認等の実質的な調査にまで踏み込む必要性を指摘しまし
た。

市によると、当該苦情申立て後の対応として、A 課で、活動実績や領収書等の存
否について確認していると説明しており、実質的な調査が行われていることがうか
がえます。さらに、現在、令和５年度（2023年度）包括外部監査の指摘を受けて、補
助金制度自体の見直しが市全体で進められているとのことです。当該見直しの具体
的な内容として、補助金の対象事業や対象外経費を明確にするための規定の見直し
や、自治会等による補助金の使い方を詳細に把握するための決算書等の補助金関連
書類の見直しを挙げています。

現在、市では、市の監督・指導機能の向上を目指して、補助金制度の見直しが進
められているとのことであり、それが実質的な調査の実現に結実するのかについて
は、市の今後の動向を注視するしかありませんが、従来の方法が見直されることは
望ましいことと考えます。今後も、市には、適正な市政の運営に努めていただきた
いと思います。
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⑵　農地転用許可制度における土地の利用について（要約）　　

先般、農地転用許可に関する申立てがありました。これを調査する中で、農業
委員会に違法な対応はなかったものの、農地転用に伴う都市計画法（以下「都計
法」という。）に基づく開発許可への働きかけ等について釈然としないものを感
じたため、次のような事案を設定し、発意調査を行うこととしました。

『事業者が、市街化調整区域において、農地とともに隣接する宅地を一体とし
て、資材置場等の事業目的に使用することを前提に、農地部分のみ農地法に基づ
く転用許可申請をし、宅地部分は更地のまま使用するとして、都計法による開発
許可申請をしなかった。一体として使用する農地部分と宅地部分の土地は、合わ
せると3,000平方メートルを超える。この事案に関して、転用許可申請の際の事
業計画書及びその添付図面で、隣接する宅地部分に建築物の建築が予定、あるい
は想定されるとき、農業委員会の対応はどうあるべきか。』

さらに、この土地は農地部分と宅地部分を併せると3,000平方メートルを超え
ており、結果として当初想定していた資材置き場としての利用はなされないまま、
他者に売却されたという経緯があることから、農地転用後の利用目的の実効性の
担保が課題として見えてきました。農地法（以下「法」という。）に基づき農地
転用したにもかかわらず、相当な面積の土地が当初想定していた目的どおりに利
用されなかったことは、法が目指す本来の趣旨に沿ったものではないといえます。
このことから、申請者だけでなく周辺住民にも納得のいく法の運用につながる一
つの端緒になればとの思いから、併せて発意調査を行うこととした次第です。

発意調査の趣旨

 

 
 
 
 建築予定 
 
 一体として利用する目的（3,000㎡超） 

 農地   宅地  

                 

                              
    

農地転用許可申請   開発許可申請必要？     

市からの回答

１　農地転用制度について
農地転用許可制度は、食料の安定供給の基盤である優良農地を確保するため、

また住宅や工業用地などの農業ではない土地利用の需要との調整を図り確保する
観点から、農地の優位性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用する
農地を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導し、具体的な土地の利用を伴わな
い資産保有目的での権利取得をさせないことを目的としています。
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２　開発許可との調整
都計法による開発許可の必要性についての農業委員会の対応に関して、法第４

条第６項第３号は、農地を転用して申請用途に供することが確実と認められない
場合は許可することができないと規定しています。具体的な内容としては、申請
に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合
においては、これらの処分がなされなかったこと又は処分の見込みがないことと
あります。

実際の運用としては、他法令による許認可等の処分を要する場合には、関係各
課に当該処分の見込みを確認した上で農地転用の確実性を審査しています。

また、都計法による開発行為に関しては、農地転用許可申請書に、「都計法に
よる許可の要否」及び「開発行為及び建築確認のいずれも伴わない理由」を記載
する欄を設けており、開発行為関連について確認するとともに配置図等の添付書
類と合わせて工事の内容の確認を行い、開発行為関連の手続の進捗状況を確認し
ています。

なお、都計法による処分の要否が判然としない場合は、法第４条第６項第３号
の関連で法施行規則第47条第３号に「申請に係る農地と一体として申請に係る事
業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。」とあることから、転用
事業が農地及び農地以外の他の土地を利用する計画である場合は、農地以外の土
地が申請目的に利用できるか否かについて審査する必要があるので、開発指導課
へ直接確認をします。

農地部分について、農地転用許可申請に伴い都計法による開発許可申請が必要
となる場合は、毎月１回開催される農業委員会総会資料に開発許可が必要なこと
を明記し、総会で審議し、許可相当と決定されたものについて農地転用申請リス
トを作成し、開発指導課と共有しています。その後、許可日が同日となるよう担
当者間で調整し、許可書を作成しています。宅地部分について、農地転用許可申
請に伴い都計法による開発許可が必要となる場合にも、一体利用が明確な場合は、
農地部分について開発許可が必要となる場合と同様の運用を行うことになります。

３　利用目的の実効性の担保
次に、農地転用の対象となる土地において事業目的に沿った利用がされない場

合の運用についてですが、まず、申請者は、「農地転用許可後の工事の進ちょく
状況報告書」を提出することで、工事が完了するまでの間、本件許可の日から
３か月後、及び、その後１年ごとに工事の進捗状況を報告することになってお
り、工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告することを許可の条件として
いますので、農地転用許可申請の対象となっている農地は、農地転用許可後直ち
に農地転用許可を経て申請の目的を達成したもの（以下「農地以外のもの」とい
う。）になるわけではなく、工事完了報告が提出された時点で農地以外のもので
あるとの認定をしています。このことは、農地転用許可をしてから工事完了報告
を受けるまでの間は、農業委員会の進行管理下にあることを意味します。そして、
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転用許可後に申請していた事業計画にしたがって事業の用に供することなく当該
事業が不履行となった場合の申請人への対処としては、許可書に注意事項として
「許可に係る土地を、申請書に記載された事業計画（用途、施設の配置、着工及
び完工の時期、被害防除措置等を含む。）にしたがってその事業の用に供しない
ときは、農地法第51条第１項の規定によりその許可を取り消し、その条件を変更
し、もしくは新たに条件を付し、または工事その他の行為の停止を命じ、もしく
は相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するために必要な措置を講ずべ
きことを命ずることがあります」と記載しており、転用許可の取り消しや原状回
復等を命ずることがあります。また、事業計画変更で対処することも可能です。

ここで、前述のとおり、農地転用許可制度は優良農地を確保するため、土地利
用の需要との調整を図り確保する観点から、具体的な土地の利用を伴わない資産
保有目的での権利取得をさせないことを目的としています。このことから、転用
目的と異なる利用が特に容易であると考えられる資材置場等については、取扱い
をより厳密に行う必要があります。そこで、国において、農地法関係事務処理要
領に資材置場等とする目的で恒久転用の許可を行う場合の取扱いとその後の対応
として、『都道府県等は、資材置場等とする目的の恒久転用の許可を行う場合は、
「工事の完了の報告があった日から３年間、６か月ごとに事業の実施状況を報告
すること」という条件を付けるものとする。また、都道府県等は、事業の実施状
況を受けたときは、必要に応じて農業委員会の協力を得て現地確認を行うものと
する。なお、当該報告や現地確認において、許可に係る土地が事業計画とは異な
る目的に使用されている場合は、許可を受けた者から事情を聴取等した上で、法
第51条第１項第４号に該当するかどうかを確認し、該当する場合は同項の規定に
基づく処分を検討するものとする。』等が示されております。ただ、上記運用は
令和６年（2024年）から開始されたものであり、まだ運用の詳細が明確に定まっ
ていないのが現状です。

４　今後の課題
農地転用許可を所管する行政機関は農業委員会です。しかし、実際に農地転用

を行うに当たっては、建物に関する開発許可など、農地以外の様々なことが関与
しており、農業委員会だけで判断し完結することが困難な場面が少なくありませ
ん。こういった場合に、いかに関連機関との連携をスムーズに行えるかが課題と
なるものと考えます。

オンブズマンの判断

１　隣接する宅地部分における開発許可
実際の事案は、農地に隣接する宅地を含め、一体的利用によりリサイクル業を

営むために、農地を転用して資材置場等の利用に供するというもので、農地部分
のみ法に基づく転用許可申請をし、隣接する宅地部分は更地のまま使用するとし
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て都計法による開発許可の申請はしないというものです。都計法でいう「開発行
為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設（以下「建築物の建築
等」という。）の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更（同法第４条第12
項）をいうとされ、単なる資材置場等にするための土地造成は開発行為には該当
せず、開発許可申請は不要とされています。市街化調整区域内の農地部分の転用
に建築物の建築等を伴うときは、法による転用許可申請と都計法による開発許可
申請が必要となります。すなわち、建築物の建築等により開発行為が農地を対象
として行われる場合、その開発行為は、法上の転用許可の規制とともに都計法上
の開発許可の規制も受けることになります。そして、開発許可が必要となるとき
は、転用許可権者と開発許可権者が、あらかじめ相互に連絡し、調整したうえ、
同日付けで許可を出すなど、双方の判断に食い違いが生じないようにしています。

実際の事案では、転用許可申請書に添付された土地利用計画図には、宅地部分
にはリサイクル業のためにプレハブ１個と物置２個の設置が予定されていました。
もし、これらの物件の設置が都計法上の開発行為にあたるとすれば、宅地部分も
農地部分と一体として土地利用をする以上、開発許可を得る必要があるのではと
いうことになります。市街化調整区域では、都計法による開発行為はかなり限定
されており、本件のようなリサイクル事業では、そもそも開発行為は許されてい
ないと考えられますが、熊本県の運用基準で、都計法第34条第14号に規定する開
発行為のなかに熊本県開発審査会の議を経ることを前提として建設資材廃棄物等
の再資源化施設があげられており、もし仮に発意事案がこれに当たるとすれば、
開発許可申請をする必要があることになります。

実際の事案では、隣接する宅地部分は更地利用し、建築物の建築等は予定され
ていないとの申請者の説明から、開発許可申請はせず、農地部分の転用許可申請
だけで済ませています。「市からの回答」によれば、宅地部分との一体的な利用
がされる場合において、宅地部分での建築物の建築等が明確な場合は開発許可を
念頭に置いた連携をとるとのことですが、建築物の建築等が明確な場合に限らず、
宅地部分に建築物の建築等が予定あるいは想定される可能性があるときは、たと
え申請者が開発許可の必要性はないとの説明をしたとしても、農業委員会におい
てもその点を確認し、開発許可申請につなげるよう導くことが必要ではないかと
考えます。

２　一般基準要件
また、農地の転用許可申請では、一般基準として、周辺農地の営農条件に支障

を生じるおそれがある場合は許可できないとの定め（法第４条第６項第４号）が
あり、具体的には土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると
認められる場合、農業用用排水施設の機能に支障を及ぼすおそれがあると認めら
れる場合等がそれにあたるとされています。従前は、農地の転用許可申請が行わ
れる場合、許可権者は申請者に対し、許可・不許可の判断の一資料として「隣地
承諾書」の添付を要求することがありましたが、現在では、上記のような事情が
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あるときは許可権者の判断で不許可にすると明示することにより、隣地承諾書の
添付を求めることがなくなっています。そのため隣接の地権者からすると自分た
ちの意向が反映されないまま転用許可が出されるとの不満が寄せられることがあ
ります。したがって、都計法上の開発許可申請につなげることにより、一般基準
についても厳密なチェックを受けることにすれば、申請者は、農地の転用許可申
請も含めて慎重になるとともに、周辺の地権者や地域住民にとっても土地利用や
開発行為の事業計画に理解や協力を得ることになるのではと考えます。

３　農地転用後の利用目的の実効性の担保
実際の事案では、転用許可による埋立工事が完了したにもかかわらず、予定さ

れていた資材置場等としての利用が実施されないまま、転用対象地及び宅地部分
を転用許可申請者から事業者へ所有権移転登記しています。そして、その事業者
も資材置場等として利用せぬまま、転用許可目的の事業の実施は宙に浮いたまま
となっています。この転用許可が出された際、工事にすみやかに着手し、工事が
完了するまでの間は、許可の日から３か月後及びその後１年ごとに工事の進捗状
況を報告し、工事が完了したときは遅滞なく報告することが条件として付されて
います。あわせて、許可書に注意事項として、許可に係る土地を申請書記載の事
業計画にしたがって事業の用に供しないときは、法第51条第１項の規定により、
その許可を取消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事そ
の他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是
正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることがあることが摘示されてい
ます。実際、転用のための工事は、許可後間もなくして完了し、完了の報告もな
されましたが、事業計画に従った事業の実施がなされていないので、注意事項で
摘示する法第51条第１項に抵触する事態になっています。ただ、転用のための工
事が完了してしまえば、法第51条第１項による許可の取消しや原状回復等を求め
ることは、現実には困難であり、適切な是正措置をとることができないことにな
ります。

この点、「市からの回答」により、使用目的を資材置場等とする転用許可申請
の事案では、一般的に許可を受けたあと転用目的とは異なる利用をされやすい
ことから、使途を資材置場等とする農地転用許可申請には、本年度（令和６年
度）から取扱いをより厳密にする運用が始まっていることが分かりました。これ
は、令和６年（2024年）３月28日付農林水産省の経営局長・農村振興局長の通知
の「農地法関係事務処理要領」によるものであり、資材置場等を目的とした恒久
転用許可を行うときは新たに条件を付して行うというものです。新たな条件とは、
「工事完了の報告があった日から３年間、６か月ごとの事業の実施状況を報告す
ること」であり、この報告があったときは、必要に応じ現地確認をすることに
なっています。そして、上記の報告や現地確認において、許可に係る土地が事業
計画とは異なる目的に使用されている場合は、法第51条第１項第４号に該当する
かどうかを確認し、該当する場合は、同項による処分を検討するというものです。
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今後は事業の実施状況の報告等も条件に加え、転用後の利用を農業委員会で点検
していくことになります。このような取扱いにすることにより、許可申請者も慎
重になり、安易に転用を考えなくなることになればと思います。

この新たな運用に実効性があるかどうかは現時点では見通せませんが、農地が
農地以外のものとして放置されることはあってはなりませんので、優良な農地の
維持確保のためにも転用許可制度のあり方を引き続き注視していく必要があると
思います。
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２　熊本市オンブズマン制度のあゆみ
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４　熊本市オンブズマン条例
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１　利用者の声

　利用者の方々から、令和６年度（2024年度）にアンケートで寄せられたご意
見等の一部を紹介します。

●　制度があることは良いが…。

●　調査の結果の「オンブズマン制度」は、後出しジャンケン（市の回答）のだ
けを認める、オンブズマン精神の「公平かつ中立的な立場で市長等が行う市政
に関する市民の苦情を処理するための機関」ではない。「市からの回答」を鵜
呑みにしただけの判断である。

●　市役所担当課に疑義を問い正していただけるのは大変心強いのですが、役所
もそれ以上は、踏み込んでくれず、結局は自分達で解決しなさいということで
すかね。

●　今回、熊本市オンブズマンに相談して良かったと思っています。自分達の話
を聞いて対応してくださり経過報告等迅速で解りやすく事が進んでいると実感
しました。

　
●　調査して頂いた点については感謝しておりますが、今回の貴事務局の回答書

を見て、こんなだったら苦情申し出制度を利用する意味がないと感じました。

●　市民の要望に応えようとしてくれる事務局になってほしいです。

●　一般市民が市に対して疑問に思っていることや願望を伝える手段として熊本
市オンブズマン制度は絶対必要だと思います。これからもずっと存続を願って
います。

●　迅速丁寧なご対応に心より感謝申し上げます。この度は誠にありがとうござ
いました。

　今後、皆様方から寄せられた貴重なご意見等を参考にしながら、より良い制
度運営に努めていきます。
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２　熊本市オンブズマン制度のあゆみ

平成21年度	
　　　９月　熊本市自治基本条例公布（公的オンブズマンの設置を規定）

　　　　　　○　熊本市自治基本条例（抄）
第23条　市は、公平かつ中立的な立場で市長等が行う市政に関する

市民の苦情を処理するための機関として、別に条例で定める
ところにより、公的オンブズマンを設置します。

平成22年度
	 ４月	 熊本市自治基本条例施行

７月～ 11月	 熊本市公的オンブズマン条例検討委員会
		  （委員長：渡邊　榮文熊本県立大学教授）の開催（全５回）
	 ８月	 検討委員会主催による意見交換会の開催

	 11月	 検討委員会から市長への答申
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	 12月	 熊本市オンブズマン条例（案）のパブリックコメント実施
		  （12月１日～１月７日）
	 ３月	 第１回市議会定例会へ条例案を上程、可決
		  熊本市オンブズマン条例公布

平成23年度
	 ４月	 組織改編によりオンブズマン事務局を設置
	 ８月	 熊本市オンブズマン条例施行規則（案）のパブリックコメント実施
		  （８月８日～９月７日）
		  熊本市職員研修の実施
	 ９月	 市議会におけるオンブズマンの委嘱同意
	 10月	 熊本市オンブズマン条例施行規則公布
		  熊本市職員研修の実施
	 11月	 熊本市オンブズマン制度の運用開始

平成24年度
	 ８月	 巡回オンブズマン開始

令和３年度（2021年度）
	 11月	 制度発足10周年を迎える

令和４年度（2022年度）
	 ６月	 制度発足10周年を記念し、運営状況報告書（10周年特集号）を発行
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３　歴代の熊本市オンブズマン

氏名 職業等 在任期間 備考

１期
原
はら

田
だ

　　卓
たかし

弁護士
平成23年11月１日
～平成25年10月31日

代表

吉
よ し だ

田　　勇
いさむ

熊本大学名誉教授
平成23年11月１日
～平成25年10月31日

２期
吉
よ し だ

田　　勇
いさむ

熊本大学名誉教授
平成25年11月１日
～平成27年10月31日

代表

松
まつなが

永　榮
えい

治
じ

弁護士
平成25年11月１日
～平成27年10月31日

３期
松
まつなが

永　榮
えい

治
じ

弁護士
平成27年11月１日
～平成29年10月31日

代表

原
はらむら

村　憲
けん

司
じ

弁護士
平成27年11月１日
～平成29年10月31日

４期
原
はらむら

村　憲
けん

司
じ

弁護士
平成29年11月１日
～令和元年（2019年）10月31日

代表

齊
さいとう

藤　　修
おさむ

弁護士
平成29年11月１日
～令和元年（2019年）10月31日

５期
齊
さいとう

藤　　修
おさむ

弁護士
令和元年（2019年）11月１日
～令和３年（2021年）10月31日

代表

原
はら

田
だ

　信
しん

輔
すけ

弁護士
令和元年（2019年）11月１日
～令和３年（2021年）10月31日

６期
原
はら

田
だ

　信
しん

輔
すけ

弁護士
令和３年（2021年）11月１日
～令和５年（2023年）10月31日

代表

崎
さきさか

坂　誠
せい

司
じ

弁護士
令和３年（2021年）11月１日
～令和５年（2023年）10月31日

７期
崎
さきさか

坂　誠
せい

司
じ

弁護士 令和５年（2023年）11月１日～ 代表

三
さん

藤
とう

　省
しょうぞう

三 弁護士 令和５年（2023年）11月１日～
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４　熊本市オンブズマン条例

平成23年３月17日
条例第10号

改正　平成28年３月24日条例第31号
改正　令和元年10月２日条例第14号
改正　令和４年12月20日条例第62号

目次
　第１章　総則（第１条－第５条）
　第２章　オンブズマンの管轄等（第６条・第７条）
　第３章　オンブズマンの組織等（第８条－第12条）
　第４章　苦情の処理等（第13条－第24条）
　第５章　補則（第25条－第28条）
　附則

　　第１章　総則
（設置）
第１条　市政に関する苦情を簡易迅速に処理し、及び市政を監視し、並びに非違

の是正等の措置（以下「是正等の措置」という。）を講ずるよう勧告し、及び
制度の改善を求める意見を表明することにより、市民の権利及び利益の保護を
図り、もって市政に対する市民の理解と信頼の確保に資するため、熊本市自治
基本条例（平成21年条例第37号）第23条の規定に基づき、熊本市オンブズマン
（以下「オンブズマン」という。）を設置する。

（定義）
第２条　この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員

会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業
管理者及び消防長をいう。

（オンブズマンの責務）
第３条　オンブズマンは、市民の権利及び利益の擁護者として職務を行わなけれ

ばならない。
２　オンブズマンは、中立的な立場で公平かつ適切に職務を遂行しなければなら

ない。
３　オンブズマンは、迅速に職務を遂行しなければならない。
４　オンブズマンは、市の機関と連携を図り、職務の円滑な遂行に努めなければ

ならない。
５　オンブズマンは、市政に関して、広く情報収集に努めなければならない。
６　オンブズマンは、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
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（市の機関の責務）
第４条　市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、その独立性を尊重しな

ければならない。
２　市の機関は、オンブズマンの職務の遂行に関し、積極的な協力援助に努めな

ければならない。
（市民等の責務）
第５条　市民その他この制度を利用するものは、第１条に規定するオンブズマン

の設置の目的を達成するため、この制度が適正かつ円滑に運営されるよう協力
することに努めるものとする。

　　第２章　オンブズマンの管轄等
（管轄）
第６条　オンブズマンの管轄は、市の機関の業務の執行に関する事項及び当該業

務に関する職員の行為（以下「市の業務」という。）とする。ただし、次に掲
げる事項については、除くものとする。　
⑴　判決、裁決等を求め現に係争中の事項及び判決、裁決等により確定した事項
⑵　請求に基づき、現に監査を実施している事項及び監査を完了した事項
⑶　議会に関する事項
⑷　職員の自己の勤務内容及び待遇に関する事項
⑸　オンブズマンの職務に関する事項

（職務）
第７条　オンブズマンは、次に掲げる職務を行う。
⑴　市政に関する苦情を調査すること。
⑵　前号の苦情に係る調査に基づき見解を示し、必要と認めるときは、市の業

務に関し、是正等の措置を講ずるよう勧告し、又は制度の改善を求める意見
を表明すること。
⑶　前号に規定する勧告及び意見表明の内容を公表すること。

２　オンブズマンは、常に市政を監視し、自己の発意に基づき、市の業務に関し
事案を取り上げ、これを調査することができる。この場合においては、前項第
２号及び第３号を準用する。

　　第３章　オンブズマンの組織等
（組織等）
第８条　オンブズマンの定数は２人とし、そのうち１人を代表オンブズマンとする。
２　オンブズマンは、人格が高潔で社会的信望が厚く、行政に関し優れた識見を

有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
３　オンブズマンの任期は、２年とする。ただし、１回に限り再任することがで

きる。
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（秘密を守る義務）
第９条　オンブズマンは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を

退いた後も、同様とする。
（解嘱）
第10条　市長は、オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認め

る場合、職務上の義務違反その他オンブズマンたるにふさわしくない非行があ
ると認める場合又は次条各項の規定に反する場合は、議会の同意を得て解嘱す
ることができる。

（兼職等の禁止）
第11条　オンブズマンは、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会

の議員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねてはならない。
２　オンブズマンは、本市と特別な利害関係のある企業その他の団体の役員と兼

ねてはならない。
（合議）
第12条　次に掲げる事項の決定は、オンブズマンの合議によるものとする。
⑴　市の機関に対して行う勧告及び意見表明に関すること。
⑵　オンブズマンの職務執行の一般方針に関すること。
⑶　オンブズマンの活動状況の報告に関すること。
⑷　前３号に掲げるもののほか、オンブズマンが必要と認める事項
　
　　第４章　苦情の処理等
（苦情の申立て）
第13条　何人も、オンブズマンに対し、市の業務について、苦情を申し立てるこ

とができる。
（苦情の申立手続）
第14条　苦情を申し立てようとするものは、書面により行わなければならない。

ただし、書面によることができない場合は、口頭による申立てもできる。
２　前項の書面に記載する事項（前項ただし書に規定する場合にあっては、口頭

で申し述べる事項）は、次に掲げる事項とする。
⑴　苦情を申し立てようとするものの氏名及び住所（法人その他の団体にあって

は、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名）
⑵　苦情の申立ての趣旨及び理由並びに当該申立てに係る事実のあった年月日
⑶　行政不服審査法（平成26年法律第68号）に基づく不服申立てその他他の制度

による手続の有無
３　苦情の申立ては、代理人によってすることができる。
（調査対象外事項）
第15条　オンブズマンは、苦情の申立てが次の各号のいずれかに該当すると認め

る場合は、当該苦情を調査しないものとする。
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⑴　苦情の申立てに係る事項が、第６条各号のいずれかに該当するとき。
⑵　苦情の申立てに係る事実について、当該申立てを行ったものが自身の利害を

有しないとき。
⑶　苦情の申立てに係る事実のあった日又は終わった日から１年以上経過してい

るとき。ただし、規則で定める事由に該当するとき又はオンブズマンが正当な
理由があると認めるときは、この限りでない。
⑷　虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。
⑸　前各号に掲げるもののほか、調査が相当でないと認められるとき。
（調査の開始・不開始に係る通知）
第16条　オンブズマンは、苦情の申立てに係る調査を開始するときは、苦情を申

し立てたもの（以下「苦情申立人」という。）に対し、その旨を速やかに通知
しなければならない。

２　オンブズマンは、前条の規定により苦情を調査しないときは、苦情申立人に
対し、理由を付してその旨を速やかに通知しなければならない。

３　オンブズマンは、申立てに係る苦情又は自己の発意に基づき取り上げた事案
（以下「苦情等」という。）の調査を開始するときは、関係する市の機関（以
下「調査対象機関」という。）に対し、その旨を速やかに通知しなければなら
ない。

（調査の中止）
第17条　オンブズマンは、苦情等の調査を開始した後においても、必要がないと

認めるときは、調査を中止することができる。
２　オンブズマンは、前項の規定により苦情等の調査を中止したときは、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものに対し、理由を付してその旨を
速やかに通知しなければならない。
⑴　苦情の申立てに係る調査　苦情申立人及び調査対象機関
⑵　オンブズマンの発意に基づく調査　調査対象機関
（調査方法）
第18条　オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、調査

対象機関に対し説明を求め、その保有する帳簿、書類その他記録の閲覧若しく
は提出を求め、又は実地調査をすることができる。

２　オンブズマンは、苦情等の調査のため必要があると認めるときは、関係人又
は関係機関（調査対象機関を除く。）に対し、同意を得て事情を聴取し、又は
書類提出若しくは実地調査の協力を求めることができる。

３　オンブズマンは、専門的な事項について、必要があると認めるときは、専門
的機関に対し調査、鑑定、分析等の依頼をすることができる。

（外郭団体等の調査の協力）
第19条　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第140条の７第１項に規定す

る法人及び本市が設立時から財政的支援又は人的支援を行いその運営に関与し、



−111−

本市と密接な関係を有する法人であって、規則で定める団体は、当該団体が受
ける市の補助金の執行に係る苦情等の調査について協力するよう努めるものと
する。

２　地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理
者は、その管理する公の施設の管理業務に関する苦情等の調査について協力す
るよう努めるものとする。

　（調査結果の通知）
第20条　オンブズマンは、苦情等の調査を完了したときは、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に掲げるものに対し、速やかに調査の結果に自らの見解を
添えて通知しなければならない。
⑴　苦情の申立てに係る調査　苦情申立人及び調査対象機関
⑵　オンブズマンの発意に基づく調査　調査対象機関
（勧告又は意見表明の通知）
第21条　オンブズマンは、苦情の申立てに係る調査の結果、調査対象機関に対し

第７条に規定する勧告又は意見表明をしたときは、苦情申立人に対し、その旨
を速やかに通知しなければならない。

（勧告又は意見表明の尊重）
第22条　第７条に規定する勧告又は意見表明を受けた市の機関は、当該勧告又は

意見表明を尊重しなければならない。
　（措置の状況の報告）
第23条　オンブズマンは、第７条に規定する勧告又は意見表明をしたときは、当

該勧告又は意見表明を受けた市の機関に対し、是正等の措置又は制度の改善の
状況について報告を求めるものとする。

２　前項の規定により報告を求められた市の機関は、当該報告を求められた日の
翌日から起算して60日以内にオンブズマンに対し、是正等の措置又は制度の改
善の状況について報告するものとする。ただし、是正等の措置を講ずること又
は制度の改善を行うことができない特別な理由があるときは、その理由を報告
しなければならない。

３　オンブズマンは、申立てに係る苦情について、前項の規定による報告があっ
たときは、苦情申立人に対し、その旨を速やかに通知しなければならない。

（勧告等の公表）
第24条　オンブズマンは、第７条に規定する勧告若しくは意見表明又は前条第２

項の規定による報告の内容を規則で定めるところにより公表するものとする。
２　オンブズマンは、前項の規定による公表をするに当たっては、個人情報の保

護に関する法律（平成15年法律第57号）及び熊本市情報公開条例（平成10年条
例第33号）の趣旨に基づき、個人情報等の保護について最大限の配慮をしなけ
ればならない。
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　　第５章　補則
（活動状況の報告）
第25条　オンブズマンは、毎年度、規則で定めるところにより、運営状況につい

て市長及び議会に報告するとともにこれを公表する。
（事務局）
第26条　オンブズマンに関する事務を処理するため、事務局を置く。
（専門調査員）
第27条　オンブズマンの職務の遂行を補佐するため、専門調査員を置く。
（委任）
第28条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規

則で定める。

　　　附　則
　この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、オンブズマン及び専門調
査員の委嘱に関する規定は、公布の日から施行する。
　　（平成23年規則第74号で平成23年11月１日から施行）
　　　附　則（平成28年３月24日条例第31号）
１　この条例は、平成28年４月１日から施行する。
２　行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の

日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係
るものについては、なお従前の例による。

　　　附　則（令和元年10月２日条例第14号）抄
（施行期日）
１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
　　　附　則（令和４年12月20日条例第62号）抄
（施行期日）
１　この条例は、令和５年４月１日から施行する。
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